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（開会 １０時００分） 
 
○議長（芳住革二君） 皆さんおはようございます。 
 

◎開議宣告 
○議長（芳住革二君） ただいまから、平成３１年第１回新冠町議会定例会第２日目の会

議を開きます。 
 
   ◎議事日程の報告 
○議長（芳住革二君） 議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配布し

た印刷物のとおりであります。 

 
   ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 
○議長（芳住革二君） 日程第１ 会議録署名議員の指名 を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１２５条の規定により、５番 竹中 進一 議員、６番 伹野 裕之 議員

を指名いたします。 

 
   ◎日程第 ２ 行政執行方針 
○議長（芳住革二君） 日程第２ 行政執行方針 を行います。はじめに、町長より行政

執行方針を述べたい旨の申出がありますので、これを許します。鳴海町長。 

○町長（鳴海修司君） 町議会議員の皆さん並びに町民の皆さん、平成３１年第１回新冠

町議会定例会の開会にあたり、町政執行に関する基本方針と施策の概要を申し上げ、皆さ

んのご理解とご協力をいただきたいと存じます。平成最後の年となる本年度は、私の任期

の折り返しの年となります。町長に就任して以来２年間、関係各位のご理解や職員の努力

により、国保診療所の病床再開や給食費の無償化、健康診断費用の無料化など、公約の多

くの実現を見ることができました。しかし、これらの施策は、まだ緒についたばかりであ

り、今後はこれらの施策の検証を図りながら次のステップを目指してまいりたいと考えて

いるところでございます。また、日高自動車道の延伸に伴うにいかっぷホロシリ乗馬クラ

ブの移転や道の駅のリニューアルの検討、ＪＲ日高線問題の早期解決、情報通信網の整備

など解決しなければならない課題は山積しておりますが、職員一丸となって課題解決のた

め、一歩一歩前進してまいりたいと考えております。 
 政府は、本年１月に公表した平成３１年度の経済見通しの中で、平成３０年度の我が国

の経済は、緩やかな回復が続いており、企業収益が過去最高を記録する中で設備投資が増

加するとともに、雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続くなど経済の好循

環は着実に回りつつあり、平成３１年度においても、１０月に消費税率の引き上げが予定

されている中、経済の回復基調が持続するよう国の当初予算において臨時・特別措置を講
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ずるなどによって雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環がさらに進展する中で内需

を中心とした景気回復が見込まれるとしています。しかしながら、一方では景気の動向は

地域や業種によって異なるものとの見通しもあり、さらには通商問題が世界経済に与える

影響や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があるとしてお

り、楽観視できないものとなっております。このような中、平成３１年度の国の予算編成

の基本方針では、地方が幼児教育の無償化をはじめとする人づくり改革の推進や地方創生

の推進、防災・減災対策等に取組みつつ、安定的な財源運営を行うために必要となる一般

財源総額について、平成３０年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を

確保することを基本として地方財政対策を講ずることとされております。また、幼児教育

の無償化については、本年１０月から実施される予定でありますが、本年度は消費税率引

き上げに伴う地方の増収がわずかであることから、地方負担分の経費については、国の臨

時交付金により全額措置されることとされているところであります。このように地方財政

の確保に対する一定の方針が示された一方で、平成３１年度予算は、平成３０年６月に示

された経済財政運営と改革の基本方針２０１８に盛り込まれている新経済・財政再生計画

で位置付けられた、社会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度となる予算であり、計

画に基づき歳出改革等に着実に取組むほか、予算編成にあたっては我が国が財政の厳しい

状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進するとともに、

地方においても国の取組みと基調を合わせ、徹底した見直しを進めるよう求められており

ます。 
 これまでの町政運営にあっては、厳しい財政状況にある中において行財政改革の名の下、

ともすると町民の対話や町民に寄り添ったまちづくりが疎かになり、町民との一体感が大

きく欠落していたものと感じておりました。このことから、私は町長就任以来、町民の声

が生かされる町政、分かりやすく公平・公正な町政、町民と行政との協働のまちづくりを

町政運営の基本姿勢として、町民が第一であることを再認識し、職員の意識改革を図りな

がら町政運営に臨んでまいりました。その結果、この２年間の中で、町民の皆さんとお約

束してきた公約につきましては、多くの実現を果たすことができました。しかしながら、

これまで積み残されてきた行政課題はまだまだ多く、厳しい財政状況の中にあって、その

解決に向けた対応は非常に困難を極めておりますが、優先すべき課題をしっかりと見極め、

今後においてもこの基本姿勢を常に念頭に置きながら、思いやりと笑顔にあふれる新冠の

実現に向け、まい進してまいります。なお、各分野における具体的な施策につきましては、

主要施策の推進の中で述べさせていただきます。 
 平成３１年度の予算編成について、概要を申し上げます。平成３１年度の予算編成にあ

たりましては、日高自動車道の延伸に伴うにいかっぷホロシリ乗馬クラブの移転工事等の

実施により、一般会計の予算総額は前年度対比９．６％増の５４億７６００万円となって

おります。歳入予算の概要ですが、自主財源であります町税につきましては、個人住民税

において一部業種の所得の増加が見られることから前年度対比３．５％の増収を見込んで
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おります。法人町民税におきましては、過去６年間の平均伸び率を参考に、前年度対比３．

５％の減を見込んでおります。次に、固定資産税は、北海道電力の償却資産の減額等によ

り、前年度対比２．１％の減を見込みました結果、町税全体では前年度対比０．７％の減

となっております。次に、地方交付税ですが、国が示した平成３１年度の地方財政計画で

は１．１％の増額となっておりますが、前年度の町税増収に伴う交付税の減少や、昨年度

の交付実績を考慮し、前年度対比１．６％減の２６億円を見込んでおります。次に、歳出

予算の概要ですが、本年度も第５次新冠町総合計画に定められた７つの基本施策に基づく

事業を推進することを基本に、限られた財源を重点的かつ効果的に配分する予算措置に取

組んでおりますが、今年度から３箇年計画により実施するにいかっぷホロシリ乗馬クラブ

の移転事業費が増加する予算編成となっております。このような中にありましても、昨年

度から制度化した農家子弟の親元就農奨励金の交付や町有牧野における哺乳牛舎と哺乳ロ

ボット導入事業、街路灯・道路灯のＬＥＤ化事業、道営事業による芽呂地区への導水管・

配水管敷設工事に併せ町営事業としての各戸への給水工事、胃がん・肺がん・大腸がん検

診の３０歳から３９歳までの若年検診事業など、新たな事業についても取組むこととして

おります。その結果、６つの特別会計の予算総額は２１億９７９４万５０００円となり、

一般会計を含めた平成３１年度当初予算の総額は前年度対比１０．９％増の７６億７３９

４万５０００円をもって措置しております。 
 次に、主な施策の推進について、概要を申し上げます。１つ目は、健康で安心して暮ら

せるまちづくりについてです。はじめに、地域福祉の充実についてです。急速に進行する

少子・高齢化社会の中で、我が町に暮らすことに幸せと誇りを感じ、それを共有すること

は町の発展にとって大きな要素であります。新冠町で婚姻届を提出し、新たな生活をスタ

ートする新婚夫婦を祝福し、末永く幸せな家庭を築いてもらうため、結婚記念品として新

冠温泉の入浴券とペアフルコースお食事券を贈呈する事業は、人生の節目の思い出と地域

の観光施設を知る機会として好評を得ていることから、気持ちの通う住民サービスとして

これからも継続してまいります。地域福祉向上のためには、自助、互助、共助、公助によ

る多様な地域の支え合いにより、個人が人としての尊厳を持って、家庭や地域の中で障が

いの有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援する体

制の整備が求められています。そのため、地域における適切な福祉サービスのあり方、提

供体制の整備、住民参加やボランティアの育成等を定める市町村地域福祉計画を策定しま

した。今後は、福祉の両輪を担う新冠町社会福祉協議会が策定した地域福祉実践計画とと

もに福祉の充実を図ってまいります。次に、児童福祉の充実についてであります。地域の

子育て支援の拡充や質の向上を進めるため、子ども子育て支援新制度が平成２７年４月か

らスタートしており、新制度において保育所等の施設における利用者負担額は、公立・私

立いずれの施設の利用者にとっても共通した負担になったほか、新制度への移行により負

担の増加とならないよう町独自の負担軽減措置を行っているところであります。また、同

一世帯で複数の子どもが施設を利用している世帯への多子軽減につきましても町独自の負
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担軽減措置を行い、多子にカウントする兄弟の年齢を新制度より拡充しており、平成２９

年度からは道の補助事業を活用し、３歳未満児に対する第２子以降の保育料を無償化する

ことにより、子育て世代の負担軽減を図り、児童福祉の充実に努めることとしております。

さらに、平成３０年４月からは、次世代を担う子どもの誕生を祝い、町の活性化と児童の

健全な発育を願う、子ども誕生祝金給付事業がスタートしており、子育てに伴う家計への

負担軽減を図り子育て支援に寄与していることから、これからも継続してまいります。次

に、高齢者福祉についてです。高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可

能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように

支援することに対する取組みであります。高齢者が介護予防のため定期的に通いの場へ出

かけ運動する、いきいき１００歳体操は、市街地を中心に９箇所で実施されており、認知

症への理解や家族の情報共有の場としての認知症カフェも本町えましあにおいて定期開催

されており、それらの活動の情報発信を行い全町的な普及を目指します。また、医療と介

護の連携では、個人の病歴や介護情報を医療機関や薬局、介護事業者、家族と情報共有す

るためのマイカルテの作成・配付や、広報紙「ＷＡ・輪・ＷＡ！！」の定期発行を継続し

ます。生活支援体制の整備については、地域の課題抽出や情報共有、行政や制度ではカバ

ーできない部分を住民同士で支え合い解決する体制を整備する生活支援コーディネーター

を新冠町社会福祉協議会に引き続き配置いたします。介護従事者の人材育成のための資格

取得に対する助成制度につきましても、初任者研修費助成と実務者研修に係る助成を継続

いたします。第７期新冠町高齢者保健福祉計画に基づき、医療・介護・住まい・介護予防・

生活支援の充実により実現される地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援セ

ンターを中心に要支援・要介護者の在宅生活に必要な支援の深化・充実に努めてまいりま

す。次に、障がい者福祉についてですが、第５期新冠町障がい福祉計画に基づき、自立支

援や各種支援事業をはじめ、社会福祉法人新冠ほくと園が運営しますサポートセンターえ

ましあ内における「相談室かける」での障がい者の日常生活や就業に係る相談支援や地域

活動支援センターにおける日中活動支援を通じ、障がい者の自立を支援してまいります。

次に、町民の皆さんの健康の維持増進についてです。年代やライフステージに応じ快適な

生活が送れるよう、自己効力感や地域コミュニティーを活用した生活習慣病の改善に繋げ

る健診・各種予防事業を継続して実施してまいります。昨年度より検診負担の無料化を実

施してございますが、今年度は特に生活習慣病予備軍を把握するための特定検診の受診対

象者を３０歳に引き下げる若年検診を実施し、早期発見・早期介入に努めます。妊娠・出

産に係る支援について、これまで実施してきた妊婦健診に加え産婦検診を追加いたします。

産婦の健康状態・育児状況の確認と産後うつの予防及び早期発見を目的に、検診費用の一

部助成を行うものでございます。町民の健康増進に資するための新冠町健康増進計画は、

昨年度から２箇年の期間で取り進めており、生活習慣の改善や健康寿命の延伸に係る指針

等を盛り込み、さらに食育推進計画を抱合した計画を策定いたします。次に、国民健康保

険についてですが、昨年度から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担ってお
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ります。財政運営の責任主体が北海道へ移り、市町村はこれまで通り保険給付や保険税の

賦課徴収、保険事業を実施することとなります。医療費の増加と北海道へ納める事業納付

金が比例する仕組みとなっておりますので、市町村は医療費適正化事業や特定検診事業に

積極的に取組むことが求められます。昨年度から特定検診の自己負担の無料化を開始し、

生活習慣病の早期発見や特定保健指導による生活習慣の改善、特に糖尿病性腎症による人

工透析の移行時期を遅らせるための重症化予防対策を、国保診療所をはじめとした医療機

関と連携を図り取組みます。次に、当町における医療行政についてですが、新冠町立国保

診療所を１人でも多くの町民の皆さまにかかりつけ医療機関としてご利用いただけるよう、

医師を中心とした職員一同がこれまで以上の努力を続けるとともに、安全安心を大切にす

るまちづくりの一環として、その必要性が強く認められるよう存在意義のある医療機関を

今後も目指しながら、診療所運営を進めてまいります。国保診療所は新冠町内唯一の一次

医療圏における医療機関として、昨年８月から入院病床及び休日・夜間の救急外来患者さ

んの受入全面再開を果たしましたが、あくまでも当町における医療充実のための一つの方

策の実行でありますので、今後の診療所の安定継続を図るためにも必要職員数の体制は維

持しながら、さらに医療提供サービスを低下することなく診療所運営に係る一般会計繰入

金の抑制努力を町民の皆さまのご理解・ご協力をいただきながら続けてまいります。一方、

連携医療機関や関係団体等への協力を仰ぎながら、新冠町民の健康を守る中心的存在施設

としての役割を果たすため、健康診断等の受入体制強化を図り、医療に関する情報提供を

様々な形で行う準備・計画を進め順次取組んでまいります。町民の皆さまから愛され、信

頼される地域に根付いた医療機関として診療所の体制づくりにこれからも鋭意努力を続け、

町民の皆さんの健康の保持と医療の安全安心を確保してまいります。 
 ２つ目は、潤いのある環境を創出するまちづくりについてであります。はじめに、地球

温暖化対策についてです。省エネ・二酸化炭素削減による地球温暖化の防止に貢献する取

組みにつきまして、各家庭におけるＬＥＤ照明の奨励対策を引き続き実施するとともに、

これまで未整備だった地域の電柱一体型街路灯及び町有道路灯の全てをリース方式により

ＬＥＤ灯に整備してまいります。次に、環境衛生の向上についてであります。ごみ処理・

リサイクルの推進については、平成１５年度からごみの減量化と資源ごみの分別収集に取

組んでまいりました。これまでごみ袋に持ち手を付けた形状に変更するなど、利便性の向

上に努めてまいりましたが、今後におきましてもごみの減量化と資源保護の観点から、分

別方法の周知徹底とリサイクル活動の一層の推進に努めてまいります。環境衛生の推進に

つきましては、平成１３年度から制度化している新冠町合併処理浄化槽設置整備事業につ

きまして、本年度も定住・移住促進制度の対象分も含め、生活雑排水による環境汚染を防

止し、生活の質や公衆衛生の向上のため合併処理浄化槽の設置に対する助成を継続してま

いります。また、近年増加している空き家について、老朽化により周囲に影響のある場合

など一定の基準により所有者に対して除却費用の一部を助成する危険空家等除却補助事業

を継続実施し、生活環境の保全と跡地の有効活用を促進してまいります。火葬場の維持管
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理につきましては、経年劣化した１号火葬炉側壁等改修工事をはじめ、２号火葬炉拡大改

修工事を行うなど、これまで適切な維持管理補修を行ってきたところでございます。また、

現代社会において家族の一員として位置付けられているペットの火葬についてもニーズに

対応できる体制を整えているところでもあります。 
 ３つ目は、快適で暮らしやすいまちづくりについてです。はじめに、公営住宅の整備に

ついてです。平成３０年度で更新した新冠町公営住宅長寿命化計画に基づき、国の交付金

事業を活用した節婦ふれあいタウンの内部改修工事を本年度も継続してまいります。各団

地につきましては、維持的な修繕工事も行いながら未利用地や跡地利用を踏まえ、快適な

居住環境を目指してまいります。また、一般住宅における耐震改修や省エネ・バリアフリ

ーなどの改修工事に対する補助事業につきましては、本年度も新冠町住宅リフォーム助成

金交付金事業として交付金事業を活用し、継続してまいります。次に、水道事業について

は、道営事業により芽呂地区の導水管及び配水管の敷設工事が行われるのに併せ、町事業

として各戸給水工事等も実施いたします。下水道事業については、平成２５年度に町が策

定した長寿命化計画に基づき、交付金事業により本年度もマンホールポンプ所などの機械、

電気設備の更新工事を中心に継続して行ってまいります。河川・明渠事業については、堆

積土の除去や立木伐採等により河川・排水路断面を確保するとともに、護岸等破損箇所の

補修工事を行い、河川・明渠施設の予防保全、減災対策などに努めてまいります。道路事

業については、道営事業により芽呂地区の道路整備事業で用地測量業務及び一部本体工事

が行われます。また、交付金事業として新冠市街地線１号支線の改築工事を継続してまい

ります。橋梁の長寿命化工事は策定した年次計画に基づき、交付金事業により補修工事を

中心に本年度も継続してまいります。また、共栄４号線などの舗装等の工事に着手するほ

か、その他の路線におきましても舗装や排水施設などの維持管理を行い、交通安全対策、

道路機能の向上、生活基盤の安定を図り、道路施設の予防保全、減災対策などに努めてま

いります。次に、情報通信基盤整備についてです。町内の光回線によるブロードバンド環

境につきましては、平成２４年に市街地地域において整備されておりましたが、未整備地

域において携帯電話が繋がらない地域での不感地域の解消をはじめ事業活動での活用など

多くの要望もあり、過去２度の申請をいたしましたが実現には至ってございません。しか

しながら、町といたしましても防災対策、定住・移住対策促進の面からも整備の必要性を

強く認識しているところでございます。通信格差の解消と高度情報化社会に対応した環境

の整備を進めるため、平成３０年度に事業の円滑な執行のための事前調査を行っておりま

すので、高速通信網の拡充に向け国の補助制度を活用した上で光回線整備に努めてまいり

ます。次に、地域公共交通の確保についてです。公共交通機関は人口減少や自家用車の普

及などにより利用者の減少傾向にあり、公共交通を取り巻く情勢は厳しさを増しておりま

すが、一方で高齢化の進展に伴い地域公共交通の果たす役割は重要性が高まってきており

ます。誰もが公共交通を利用して外出できる町、人々が生き生きと活動できる町をつくる

ため、利用者のニーズに即した交通体系を確保することが将来を展望したまちづくりにお
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いて必要であることから、地域の足として定着しております西新冠地区における自宅送迎

型のデマンドバス並びに町内全域及び新ひだか町静内地区の医療機関への送迎機能を付加

したコミュニティーバス、メロディー号の運行につきましては、今後とも利用者の皆さん

の声に耳を傾け、運行時刻や運行経路等の見直しなどを行い、地域事情に即した利便性が

高く持続可能な地域公共交通網の形成に努めてまいります。次に、生鮮食品等の買い物対

策についてでございます。農協ストアの閉店以来、町内で生鮮食料品を日常的に扱う店舗

がなくなり、不便を感じておられた多くの町民にとって、昨年末の町内の青年有志による

道の駅ゾーンへの出店は何よりも心強いものと感じておりますし、今後の事業展開にも期

待しているところでもあり、町民皆さまのお力添えを得ながらしばらく推移を見守ってま

いりたいと考えております。 
 ４つ目は、安全で安心して暮らせるまちづくりについてです。はじめに、防災対策につ

いてであります。昨年は、西日本豪雨や胆振東部地震など大きな災害が相次いで発生し、

最近では災害発生の頻度も高くなっていると同時に被害が甚大化しており、いつ、どこで、

どのような規模の災害が発生してもおかしくない状況にあることから、常に災害対策、防

災と減災を念頭に置きながら、予期せぬ災害に備え防災事業を実施し、自助及び地域によ

る共助の意識醸成、向上に努め町民とともに災害に強いまちづくりを進めてまいります。

本年度は防災備品の更新、補充や既存の設備の維持管理を行うとともに、津波や大雨、土

砂災害などの自然災害に対し速やかに対応できるよう機器管理体制の強化に努めてまいり

ますほか、新冠川市街地左岸の護岸嵩上げをはじめとする安全対策については、北海道に

対し引き続き協議要請してまいります。次に、交通安全・防犯対策についてですが、交通

事故の防止には一人一人が人命の尊さを認識し、日常生活を通じて自主的に交通安全に取

組む必要があります。そのためには、交通安全意識の高揚を図ることが必要とされている

ところであり、本年度も町交通安全推進委員会との連携を強化し、交通安全指導員への活

動支援及び啓発活動や道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策に努めることとします。

さらに、平成３１年４月からは高齢運転者免許返納手数料等補助事業をスタートさせ、高

齢者に対し運転免許証の自主返納を促し、交通事故防止に努めてまいります。また、町民

生活の安全の確保並びに地域の安全の確保に向け、新冠町防犯協会及び関係機関との連携

を図り、安全で住みよいまちづくりを目指してまいります。 
 ５つ目は、力強く安定した産業づくりについてです。はじめに、農業の振興についてで

あります。当町の農業は、水稲や施設野菜などの耕種農業から軽種馬、酪農、肉用牛など

の畜産業まで多岐にわたる経営体系が確立され、それぞれが産地として定着してまいって

おります。安定した生産基盤を維持していくためにも担い手の育成や確保は喫緊の課題で

あり、関係機関や農業団体の協力をいただきながら新規就農対策及び後継者対策に取組ん

でいるところであります。新規就農対策におきましては、就農イベントブースへの出展や

情報の発信などを通じ、引き続き就農希望者の確保に努めてまいります。後継者対策では

平成３０年度に制度化いたしました農業後継者親元就農奨励金につきまして、これまでに
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２組の経営体から申請があり、関係予算を平成３１年度当初予算に計上したところであり

ます。後継者には農業機械の免許や資格取得費用に対する助成制度も用意してございます

ので、これらの事業のＰＲに努め、一人でも多くの後継者に親元就農していただくよう支

援してまいります。水稲・畑作部門におきましては、水田営農と畑作を中心とした経営所

得安定対策事業の実施など安定的な農産物の生産と農業所得の向上に努めてまいります。

施設園芸作物では、ビニールハウスへの支援と合わせ農作物の効率的な生産管理と省力化

が図られている自動換気設備の設置を推進し、生産面積の維持・拡大に向けて取組んでま

いります。軽種馬振興については、歩養動画をメインとする売り馬情報システムの運用や

コンサイナー費用に対する継続的な支援を行い、新冠産馬の販売向上に繋げてまいります。

また、ホッカイドウ競馬を含む地方競馬の売上向上対策といたしまして、協賛レースの実

施やアイバ祭の開催を通じ、競馬事業の振興に努めてまいります。酪農振興については、

良質な生乳の生産やゆとり・豊かさを持った酪農経営のために、乳牛検定組合や酪農ヘル

パー組合への支援を継続してまいります。また、町有牧野での預託事業を通じて、自給飼

料や労働力不足の解消を図り、放牧管理を介した家畜の健康増進と健全育成に努めてまい

ります。肉牛振興については、和牛センターにおける育種価判明事業を推進し、能力の高

い繁殖雌牛の選抜を進め、効率的な和牛改良を進めてまいります。育種価能力の高い町有

牛から採卵した受精卵提供事業は、和牛改良組合及び酪農振興会ともに好評を得ておりま

すので、本年度も安定的な供給に努め受精卵を用いた乳肉連携による和牛繁殖基盤のさら

なる強化と低コストによる生産体制の構築を推進してまいります。町有牧野におきまして

は、授乳期における適切な哺乳を行うために必要な哺乳牛舎及び哺乳ロボット２基を整備

し、将来の哺乳期から出産期前までの通年預託受入体制の基盤づくりを進めてまいります。

これは、生産者の経営規模拡大や高齢化に伴う労働力不足、さらには搾乳設備の不足や作

業機械の更新時期における多額な投資の抑制、生産者個々の労働時間の短縮を図るために

町有牧野が生産活動の一部となる哺乳から育成、繁殖までを担う将来像を想定し臨むもの

であり、これにより経営の規模拡大や経営継承をする担い手確保などにも大きく貢献でき

るものとも考えております。まずは職員の技術力を高めながら体制を整え、本年度中の試

験的な受入れを開始できるよう取組んでまいります。家畜防疫については、家畜自衛防疫

組合など関係機関と連携し、家畜伝染病の発生予防に努め、引き続き予防注射や伝染病検

査を支援するとともに農場周辺での消毒の徹底や関係者以外の立入制限など飼養衛生管理

の啓発などにも努めてまいります。毎年度エゾシカやアライグマなどの有害鳥獣により多

大な被害を受けておりました農作物については、これまでの駆除対策や電気柵など被害防

止対策の効果もあり、被害面積は減少傾向に転じております。本年度につきましても日高

西部鳥獣被害防止対策協議会や北海道狩猟会日高中部支部新冠分会の協力をいただきなが

ら駆除対策に取組んでまいります。次に、林業の振興についてでございます。安全な国土

の形成や水源のかん養、地球温暖化の防止、快適な生活環境の創出など森林が持つ多面的

な効果については、国民一人一人が広く恩恵を受けているものでございます。その一方、
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森林現場におきましては、森林所有者の高齢化に伴う経営意欲の低下や担い手不足の懸念

とともに、管理の行き届いていない森林や所有者不明の森林、境界が不明の森林が増加す

るなどの課題を抱えてございます。本年度からスタートする新たな森林経営管理制度では、

森林管理に係る所有者の責務が明確化されたことに加え、適切な管理がされていない森林

への市町村への関与や管理に関する権限等が定められ、官民の連携による管理方法が示さ

れたところでございますので、制度の主旨に沿った運用に心がけながら森林資源の適切な

管理に努めてまいります。なお、町有林につきましては、森林経営計画に基づき、伐期を

迎えた岩清水・古岸地区のカラマツ２３．３２ヘクタールの皆伐のほか、造林や下刈り、

間伐を継続的に実施してまいります。次に、水産業の振興についてです。水産業は気象や

海水温の細かな変化が著しく漁獲量に影響を及ぼします。沿岸漁業を主体とする当町にと

っては限られた資源と漁場を有効に活用し、資源回復や生産増大に向けた地道な取組みが

大変重要であり、漁業協働組合や関係団体との連携を図りながら安定生産に向けた資源の

育成・管理に努めてまいります。主力となるタコ漁につきましては、国の支援により整備

されるタコ産卵礁の周辺に、稚ダコ保育礁の設置事業を組み合わせることで、事業の相乗

効果を図っているところであります。本年度からも事業を継続するとともに、関係機関の

協力をいただきながら事業効果を検証してまいります。希少資源であるマツカワの放流事

業につきましては、えりも以西太平洋海域における広域的な取組みでありますので、安定

した資源の造成と魚価の向上、消費拡大に向けて引き続き取組んでまいります。資源回復

を図っているホッキ貝につきましては、水産多面的機能発揮対策事業による漁場の耕うん

とともに、町単独費による最小成貝放流事業を組み合わせ、安定した漁獲量の確保に努め

てまいります。また、懸念されております担い手対策につきましては、新規参入を中心と

する事業創設に向けて、漁業者や漁業協同組合との検討を進めてまいります。地元漁業者

から各種要望を受けております漁港整備事業については、早期に整備が進められるよう引

き続き関係機関に要望してまいります。次に、観光振興についてでございます。新冠温泉

をはじめ乗馬施設、森林公園、道の駅などの観光関係施設の適正な管理に努めるとともに、

各種改善を行い利用者の快適性の確保を図り、観光客等の利用促進や交流人口の拡大に努

めてまいります。日高道の延伸により、西泊津町有地への移転が必要な乗馬クラブにつき

ましては、移転先での各施設の整備工事を進めてまいりますほか、道の駅ゾーンにつきま

しては新冠インターチェンジ開通を見据えた中で道の駅への立ち寄り客の増加が見込まれ

ますし、関係機関からもリニューアルを望む声もありますのでリニューアルの検討を考え

てまいります。ソフト面での取組みとしては、道内各自治体と連携事業を行っている札幌

市内のホテルと広域連携事業を実施し、観光やレコード文化の取組みなど町のＰＲを図る

とともに、厚賀インターチェンジ開通を契機に日高地域への人口の流れを拡大し、地域の

活性化に繋げ、オール日高で日高地域の魅力発信を行うため、道央圏や各町でのイベント

への出店や様々な広告媒体を通じたＰＲ活動の充実に努めることとしております。町内に

おける観光振興の中心的な役割を果たすべき観光協会の推進体制として、地域おこし協力
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隊制度を含め充実を図るほか、町の観光担当者も加わり観光協会と一体となって町の多様

な観光資源を活かした観光振興を推進し、交流人口増加による地域経済の活性化を促進す

るとともに、魅力ある観光づくりに取り組んでまいります。 
 ６つ目は、学校・家庭・地域社会が一体となった人づくりについてです。平成３２年度

から導入が始まります次期学習指導要領の基盤となる考え方は、社会に開かれた教育課程

であり、今後においてはこれまで以上に家庭や地域が連携・協働しながら未来の作り手と

なる子ども達に必要な資質・能力を育むことが必要となり、学校・家庭・地域が一体とな

った人材育成が求められることになります。当町では、平成２９年度に策定した教育大綱

において、生きる力を育みふるさと愛を深める新冠の教育を基本理念として掲げておりま

すが、これを実現するため教育委員会と政策の方向性を共有する総合教育会議を適宜開催

しながら、行政間の連携を図り、教育の推進を図ってまいる所存であります。そのため、

学校教育の分野においては幼児教育の推進として、安全安心に配慮しながら教育・保育環

境の整備を推進するとともに、小学校との連続性を意識したこども園運営を支援するとと

もに、小中学校においては地域とともにある学校への転換を図るためにコミュニティース

クールの導入と小中一貫教育についての調査研究に対する支援に努めてまいります。また、

児童生徒数の減少に伴う学級数の維持対策として、朝日小学校に対しましては引き続き２

名の町費負担教員を配置するとともに、さらに本年度においても新冠中学校に１名の町費

負担教員を配置し、学級数を維持する取組みを進め、学校経営の充実を支援してまいりま

す。次に、社会教育分野においては、町民の皆さまが生涯にわたって自主的に学び、活動

できるよう学習や体験機会の充実への支援に努めてまいります。特に、レ・コード館を中

心とした社会教育施設の計画的な維持管理に努め、施設の特性を活かすことで一層利用し

やすく、それぞれの活動の質を高めることができるよう施設利用の再検討をしながら事業

活動への支援を図ってまいります。また、町民の皆さまが生きる力を育み、生きがいを実

感できるよう、それぞれの階層を対象に展開される文化活動やスポーツ活動を支援するこ

とで、社会教育活動を推進するとともに、学校・家庭・地域社会の連携、協調に努めてま

いりたいと存じます。 
 最後に、自立したまちづくりについてでございます。住民目線に立った町政の推進や町

民と行政の協働のまちづくりを進めるためには、行政と町民の皆さまの間に情報の共有化

が不可欠なことから、町が取組んでいる事業やこれから取組もうとしている政策の経過な

どの情報を公開し、開かれた行政の一層の推進を図るため、町政懇談会を開催するほか住

民参画のまちづくりを一層推進するため、マイタウン３０委員会における様々な視点から

の意見をまちづくり施策に反映させてまいります。町のあるべき将来像に向けて行動する

ための指針としております総合計画につきましては、計画期間を１０年としており第５次

計画が本年平成３１年度をもって終了いたしますので、まちづくりの基本方向や基本施策

を示す第６次計画の策定を進めてまいります。まちの根幹をなす人口の確保につきまして

は、第３期定住・移住支援事業により、住宅の取得に対する各種助成金等の交付を行い、
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持ち家の奨励と中古住宅の流通による定住の促進及び空き家対策も並行し、一層の推進を

してまいります。 
 以上、平成３１年度における町政執行に臨むにあたっての私の所信と主な施策について

述べさせていただきました。本年度は、平成２２年度からスタートした第５次新冠町総合

計画の最終年となります。この計画で掲げた目標とこれまでの達成状況を検証し、それぞ

れの政策の成果が最大限発揮できるよう心を配ってまいりますと同時に、２０２０年から

スタートする新たな総合計画の樹立にあたって、私の町政運営の基本姿勢としております、

町民の声が生かされる町政、分かりやすく公平・公正な町政、町民と行政との協働のまち

づくりのとおり、多くの町民の皆さんのご意見を伺いながら、郷土新冠町の将来を元気で

生き生きとした個性豊かな地域とする政策の執行に努めてまいりたいと考えております。 
最後になりましたが、議会議員の皆さまをはじめ町民の皆さん、関係機関並びに関係諸

団体の皆さんの特段のご理解とご支援を心からお願いを申し上げ、平成３１年度の執行方

針といたします。 
○議長（芳住革二君） 町長の行政執行方針が終わりました。暫時休憩いたします。再開

は、１１時１５分といたします。 
 

（１１時０１分） 

（１１時１５分） 
 
○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 
○議長（芳住革二君） 教育長より教育行政執行方針を述べたい旨の申し出がありました

ので、これを許します。山本教育長。 
○教育長（山本政嗣君） 平成３１年第１回定例会の開会にあたり、平成３１年度教育行

政執行方針を申し上げます。はじめに、近年我が国では、加速する人口減少やグローバル

化の進展、さらには人工知能の普及などが社会のあらゆる領域に様々な変化をもたらして

おり、人の価値観やライフスタイルが多様化するとともに、教育に課せられる課題も益々

複雑化してきております。変化が激しく、将来の予測が難しい時代にあって、教育行政が

当町の将来を展望した取組みを展開していく上で必要なことは、支え合い助け合う心やふ

るさとを愛する心の育成、そして子どもたちの主体的な行動やその行動の裏付けとなる資

質能力の育成にあると考えております。教育委員会は、総合教育会議を通して町長と教育

に関する思いを共有し、一体感とスピード感を持って次代を担う子どもたちが夢や希望に

向かって逞しく生き抜く力を育み、町民一人一人が心豊かに生きがいを感じる暮らしがで

きるよう生涯学習活動を推進し、活力ある地域社会の形成に努めてまいりたいと存じます。 
このような考え方に基づく基本姿勢について申し上げます。まず、学校教育に関しまし

ては、未来の創り手となる子どもたちには、変化の激しい時代にあって、強く・優しく・
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逞しく生き抜いていくために必要となる知識・技能の習得はもとより、思考力・判断力・

表現力の育成、さらには学習に向かう力や人間性の涵養の偏りのない実現が重要といわれ

ており、学習に主体的に取組むことを基本に、道徳性や人間性を養うことが重要となって

おります。また、近年特別な教育支援を必要とする子どもが増加傾向にあり、切れ目のな

い一貫した指導や支援の充実が必要とされているほか、未来を担う子どもたちの豊かな成

長を実現するために、地域全体で子どもの成長を支え、町を創生する地域とともにある学

校づくりが求められております。このことを踏まえ、各学校が新学習指導要領を意識した

適切な教育課程を編成し、その実践や評価を通じて子どもたちに着実に生きる力が育まれ

るよう、施策の推進に努めてまいりたいと考えます。また、社会教育におきましては、町

民の皆さまが日々の暮らしの中での学習活動を通じ、地域の絆を深め、活力あるコミュニ

ティーを形成するためには、一人一人がふるさとの歴史や文化を見つめ直し、創造力や感

性を磨き、まちづくりを担う人材育成を進めることが大切でありますので、多様化するニ

ーズを的確に捉えた上で、引き続き町民憲章や「Ｒｅ」の精神を大切にした事業展開に努

めてまいりたいと存じます。 
続きまして、教育行政執行にあたりましての主要施策について申し上げます。はじめに、

生きる力を育む学校教育の充実についてであります。小学校においては平成３２年度から、

中学校においては平成３３年度から全面実施となります次期学習指導要領は、学校教育が

継続して育成を目指してきた、生きる力の育成を理念としながら、急速な変化で予測不可

能な未来社会において、創造性を備え、持続可能な社会の創り手となることが期待される

子ども達に必要となる資質・能力を確実に育成するため、学校と社会が連携・協働してい

くことを重視した社会に開かれた教育課程の実現を目指しております。この、社会に開か

れた教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、１つ

にはよりよい学校教育を通じて、よりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有する

こと。２つ目には、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付け

られるようにするのかを明確にしていくこと。３つ目には、社会との連携及び協働により

その実現を図っていくこと。この３点が重要とされております。このため、接続や連携を

意図とした「つなぐ」ということを意識しながら、学校と地域社会との密接な関係を保つ

協働体制を構築し、各学校において学年間連携はもとより、子ども園を含める学校間の連

携に加え、保健福祉行政・社会教育や近隣高等学校との連携など、これまで以上に視野を

広げた教育課程の改善による学校教育の充実が必要となります。その実現のために、次の

取組みを推進してまいります。 
１点目は、確かな学力の向上についてであります。確かな学力とは、知識や技能の習得

に加え、学ぶ意欲や自ら課題を見つけ主体的に判断し行動することにより、問題を解決し

ていくために必要となる資質や能力のことであると言えます。義務教育期間における確か

な学力の向上には、連携から接続を意識した切れ目のない９年間の系統的な学びが重要で

あり、対策検討会議を活用しながら、幼小中一貫を意識した教育課程の充実を図ることが
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必要であります。各小中学校における教育課程においては、目指す資質・能力を明確化し、

教育活動の質の向上を図るために、教育課程のＰＤＣＡサイクルを循環型のマネジメント

として機能させ、学校全体で実践活動の改善に取り組んでいくほか、教師の指導力向上を

図る取組みとして、教えるから学ぶへの転換を意識した授業改善を推進し、併せて見直す・

振り返る学習活動や主体的・対話的で深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングを推進

してまいります。また、情報化社会に適応する人材育成に向けた情報教育を進めるために、

ＩＣＴ機器を活用した分かる授業づくり、プログラミング教育やｅラーニングシステムの

活用など、児童生徒に適切な情報活用能力を身に付ける取組みや研究を進めてまいります。

さらに、次期学習指導要領の施行に向け、先行実施しております外国語教育におきまして

は、ＡＬＴの有効な活用を通じ、その実践活動の充実を図るとともに、外国語授業におけ

る小中の接続を円滑に進めるため、乗入れ授業を実施してまいります。また、家庭学習の

基盤となる望ましい生活習慣の定着を図るため、家庭との連携を深めるとともに、社会教

育との連携を図り、児童館事業を活用した個人学習・読書活動の定着、つうがく合宿等の

事業連携を進めてまいります。 
２点目は、豊かな心と健やかな体の育成についてであります。児童生徒が将来に向かっ

て自己実現を図っていくためには、その活動の源となる心身の健全な成長が重要でありま

す。児童生徒が生涯にわたって運動やスポーツの楽しさ、喜びを実感し、豊かに成長して

いくためには体力の維持向上は不可欠でありますので、引き続き体力運動能力調査の全学

年、全種目実施と、結果分析に基づく対策検討に努めるほか、幼小中の連携事業として実

施しております縄跳びについても効果検証を行うとともに、体力向上に向けた１校１実践

の取組みを進めてまいります。また、豊かな心を育成し、想像力を高め、豊かな情操を育

む上で読書は重要な教育活動でありますことから、朝読書などの活動を推進し、読書の定

着と読解力や言語能力の育成を図ってまいるほか、生徒指導と教育相談の充実を図る取組

みとして、心の悩みやいじめ、不登校の解消に向け組織指導体制を強化し、アンケート調

査や診断ツールを活用した指導の充実に努めると同時に、スクールカウンセラーの活用や、

関係機関との連携強化を進めてまいります。さらに、スマートフォン等の普及に伴う情報

モラル教育を推進し、保護者を含め課題や問題の共有化を図り、ネットモラル指導の徹底

を進めるほか、健康安全教育の観点から児童生徒の定期健診の継続、あるいは中学校にお

けるフッ化物洗口の実施を進めてまいります。 
３点目は、道徳教育の推進についてであります。特別の教科道徳は、小学校では平成３

０年度から教科化されておりますが、中学校においては本年度から教科化されます。当町

では、平成２８年度から小中学校において教科化に向けた準備に取り組んでまいりました

が、本年度は改めて実施計画の見直しを行い、授業の中で考え議論する道徳の研究を進め

ることで、子どもの道徳的な判断力・心情・実践意欲と態度を育む授業の構築を進めると

ともに、その授業の公開にも努めてまいります。 
４点目に、特色ある教育活動の推進についてであります。学校教育では、児童生徒の個
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性を活かし、その能力を十分に伸ばすため、教育活動全体において、それぞれの個性を尊

重した創造的で、柔軟な取り組みを展開していく必要があります。そのため学校は、児童

生徒の実態を踏まえた上で、地域社会や教育機関をはじめとする関係機関と連携を図り、

地域の教育資源を活用し、創意工夫を凝らした特色ある教育活動を推進していくことが重

要となります。まず、児童生徒が自立した社会人となるためにキャリア教育は欠かせない

教育活動でありますので、地域人材のゲストティーチャーとしての活用や、町内企業の協

力を得ながら、職場体験を実施するなど望ましい勤労観や職業観の育成に努めてまいりま

す。また、主権者教育においては、特に中学校の教育活動を中心としながら、まちづくり

への参画意識や、ふるさと愛を育むこと目的とした町長とのまちづくり懇談会や町部局と

の連携による模擬投票を継続実施してまいります。さらに、生きた教材である新聞を活用

した教育活動を積極的に取り入れていくと同時に、図書プラザ事業と連携した読書活動を

推進し、閲覧習慣や読書習慣の定着化を図り、読解力や文字、活字に親しむ教育の推進を

図ってまいります。また、児童館機能と連携した子ども未来塾における学習方法の工夫を

進めるほか、郷土資料館学芸員と連携して新冠百話の活用やアイヌ文化に関する学習など

のふるさと教育を推進してまいります。 
５点目は、特別支援教育の充実についてであります。近年、特別な支援を必要とする子

どもの増加が見られる中、小中学校においてはこれらの児童生徒一人一人の教育的ニーズ

に応じた指導や支援の充実を図るために、個別の指導計画・教育支援計画の作成に基づく

切れ目のない一貫した支援体制を確立し、関係機関と連携した早期教育相談と支援を推進

してまいります。また、就学・進学時における情報共有など、学校間の引き継ぎの円滑化

による指導・支援体制の充実を進めるとともに、教職員研修の充実を図ってまいります。 
６点目は、信頼される学校づくりの推進についてであります。学校が保護者や地域から

信頼され、期待に応える教育を実現していくためには、学校・地域社会が協働した取組み

を実践していくことが重要であります。そのためには、地域に開かれた学校から地域とと

もにある学校への転換が必要であり、その実現のため本年度から各小中学校に学校運営協

議会を設置いたします。加えて、各校に設置する運営協議会とは別に、地域全体で幼小中

の各教育課程を支援する体制を構築するため、コミュニティ・スクール推進委員会を組織

し、幼稚園教育、義務教育期間１２年間を見据えた教育環境づくりを推進してまいります。

また、一般的にコミュニティ・スクールと一貫教育の取組みは、一体的な取組みが望まし

いとされておりますことから、継続して小中一貫教育の研究を進め、校種間の連携をより

強固なものとし、各学校長の経営ビジョンの共有や連携体制等の機能化を進めるとともに、

幼小中合同の研修会、視察研修の取組みも進めてまいります。 
７点目は、教育環境の整備についてであります。本年度の学級編制は、少子化、児童生

徒の転校に伴い、新冠小学校では２学級の減、新冠中学校では１学級の減となり、朝日小

学校においてはさらに複式化が進む見込みでございます。学級数が減少しますと、１学級

あたりの児童生徒数が増加し、授業や学級運営に影響を及ぼすことが予想されますことか
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ら、各小中学校に対しましては引き続き学校事情に応じ学習支援員を配置することで支援

を継続するとともに、新冠中学校に対しましては対象となる学年が３年生であり、進路決

定や受験時期であることに鑑みますと、学級環境を維持することが望ましいとの判断から、

期限付きで町費負担教諭を１名配置し、２学級を維持する方針でございます。また、朝日

小学校におきましては、これまでの複式４学級が３学級となる見込みでありますが、これ

までどおり町費負担教諭を２名配置し、一部で単式学級維持を行いますが、新年度からは

５学級の複式教育を導入いたします。複式化にあたりましては、教育活動に影響の及ぶこ

とがないよう学校と連携した対応に心がけてまいります。次に、学習環境の整備・充実に

ついてでありますが、各学校においては現在、ＩＣＴ機器を活用した効果的な教育活動が

展開されておりますが、情報技術の進展に対応した教育活動の実践に向けまして、引き続

き教職員の研修や計画的な機器整備に努めてまいります。また、給食の充実と食育の推進

に関しましてはアンケート調査を実施し、給食提供内容の評価検証を行うとともに、町部

局の管理栄養士や歯科衛生士の協力を得ながら食育の推進を図ってまいります。さらに、

老朽化が進む義務教育施設の長寿命化計画の策定を進めるとともに、教職員の働き方改革

の対応として、町の行動計画を策定した上で校務支援システムの導入検討や勤務実態把握

のためのタイムカードを導入するなど、教職員の負担軽減に配慮した取組みを行ってまい

ります。今後の教育環境に関しましては、町費負担教員の学校規模に応じた適正な配置計

画や学校施設の老朽化対策、さらには小中一貫教育を見据えた環境整備に関し検討を加え

る時期であるとの認識から、本年度において町立学校のあり方検討委員会を組織し、検討・

協議を行った上で、教育委員会の考え方を具体化してまいりたいと考えております。 
８点目は、認定こども園の幼児教育・保育の推進であります。本年度は、教育保育目標

を柔軟な思考と試行、豊かな人間性、粘り強い精神力と設定し、小学校への接続を意識し

た幼児教育の充実を図るため、スタートカリキュラムを編成し実践を進めるとともに、小

学校との密接な連携を図り、情報共有や要支援児の把握と早期対応に努めてまいります。

また、幼児教育の質を高めるために、保育教諭の計画的な研修派遣や園内研修を進めると

ともに、関係機関との連携強化を図ってまいります。さらに、安心安全な施設運営に向け

た保育教諭の適正配置と環境整備に努めるとともに、本年度においては未満児の入所希望

の増加が見込まれますことから、待機児童解消に向けた単年度の対応として、保育室と子

育て支援センターの入れ替えを行い、未満児保育室スペースを確保する中で受け入れ対応

することといたしまして、保育教諭の適切な配置を行いながら、安心安全な施設運営を進

めてまいります。子育て支援センターの取組みにおきましては、育児不安解消を目的に来 
園される保護者のために、相談機能をより充実させることが必要でありますので、保健福

祉行政や学校、発達支援センターなどの関係機関と綿密な連携を図り、適切な支援体制を

整えてまいります。また、支援センターを有する子ども園の機能を広範囲に活用していた

だくために、児童館事業との連携を図り、職員交流を行うなどして専門知識の提供や事業

連携等を進め、子育て支援事業の充実を図ってまいります。 

18 
 



次に、ふるさとを愛し生涯にわたり学びあい、教えあう学習社会についてであります。

社会教育においては、引き続き町民憲章と「Ｒｅ」の精神を意識し、各事業に関連付けな

がらレ・コード館を拠点とした特徴ある事業を推進するとともに、学習機会や体験型事業

の充実を図り、町民の多様化する学習ニーズに応えてまいります。また、社会体育におい

ては、本年度が第３次スポーツ振興計画の初年度でございますので、基本理念として掲げ

ました生涯にわたってスポーツに親しむまちづくりの実現に向け、邁進してまいりたいと

存じます。 
主要施策の１点目は、レ・コード館を中心とした社会教育の推進についてであります。

音楽の町としての特徴を活かした文化活動の向上を目指し、文化協会をはじめとする各団

体への支援を強化してまいります。特に、音楽の体験や合唱等の奨励を中心に、町民ニー

ズに即した生涯学習講座の充実に努めてまいります。また、レ・コード館運営や収集レコ

ードの活用方法など、施設の新たな特徴化に向け、本館と類似する施設であります石川県

金沢市の金沢蓄音器館に職員を派遣した上で、同館との連携を検討してまいります。さら

に、本年度からスタートいたしますコミュニティ・スクール運営への係わりとして、社会

教育課がもつ機能を活用し学校と地域のつなぎ役として、各学校とのさらなる関係強化を

図ってまいります。また、社会教育施設の将来を見据え、教育施設全体の長寿命化計画と

連携した改修計画の策定を進めてまいります。 
２点目は、社会体育の充実についてであります。スポーツは、する、みる、ささえると

いうことも含まれ、体力向上や健康づくりで、さらには家族や地域の絆を深めるなど、明

るく豊かな生活を送る上で重要な役割をもっておりますことから、町民の皆さんがスポー

ツに親しむことができますよう、第３次スポーツ振興計画の実践に努めてまいります。特

に、子どもの体力向上を目指し、幼児期においては体を動かすことの楽しさを伝え、少年

期では多様な競技を体験するスポーツ教室の充実を図ってまいります。また、健康型スポ

ーツ活動に関する町民ニーズが高まっておりますので、体育関係団体・保健・医療・福祉

分野とも連携し、健康を視点とした運動教室を推進してまいりますとともに、スポーツ推

進委員の組織機能と連携し、多くの町民がスポーツに気軽に取り組めるスポーツレクリエ

ーションの普及推進に努めてまいります。さらに、多様化する町民ニーズに的確に応えら

れるよう、体育協会をはじめ各スポーツ団体と連携を深め、引き続き指導体制の充実に努

めるとともに、スポーツをするだけではなく、みる、ささえる視点での取組みを検討して

まいります。 
３点目は、郷土資料館事業の充実についてであります。資料館が持つ資料収集、整理保

存、調査研究、教育普及という４つの機能を活かし、ふるさとの自然や歴史、文化を学ぶ

施設として、町民の皆さんに親しまれる館運営に努めてまいります。その上で、学芸員の

専門性を活かし、学校教育と連携したふるさとに関する学習の提供を推進してまいります。

また、主催事業においては、新冠百話・絵本を積極的に活用した事業を展開するほか、本

年度は元号が平成から新元号へ変わる時代の節目となりますことから、当町における平成
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を振り返る特別展を計画するなど、ふるさと教育に視点を置いた学習や体験講座の開催に

努めてまいります。 
４点目は、図書プラザ事業の充実についてであります。図書プラザの機能は、資料や情

報の提供など町民の皆さんの学習活動を支える上で大きな役割を担っておりますことから、

常に利用者ニーズの把握に心がけ、利便性を重視した施設運営に努めてまいります。特に、

本年度は全道学校図書館活用促進研修会が新冠小学校を会場校に開催されますので、事業

運営への支援を行ってまいります。また、子どもの読書習慣の定着に向け、学校図書室と

の連携やブックスタート事業、さらには読書記録やアニマル号の運行を活用し、趣向を凝

らした図書事業に努めてまいります。 
５点目は、青少年教育の充実についてであります。新冠の自然や資源を活用した自然体

験教室においては、田植えや酪農、漁業体験を取り入れ、産業体験を重点化した事業運営

に努めてまいります。また、少年国内研修交流事業につきましては、継続した取組みを予

定しておりますけれども、交流を行っている沖縄県金武町子ども会から明年２月に来町の

意向を伺っております。金武町には、当町研修生の自然体験やホームステイなどで大変お

世話になっておりますので、来町が正式決定いたしましたら受け入れについて具体的な準

備を進めてまいります。さらに、町民センターで展開しております児童館クラブ事業は、

児童館、放課後子ども教室、学童保育の３事業を兼ね、各事業との連携で遊びや体験を中

心に学習支援や学童保育の要素を取り入れた運営を行っており、利用も増加傾向にありま

すことから引き続き児童の安全安心を第一に、趣向を凝らした事業展開と機能の充実に努

めてまいります。また、毎年積極的に活動を展開していただいております青年団体の活動

に対しましては、その事業活動の維持向上に向けた支援を継続してまいります。 
６点目は、成人教育の充実についてであります。各年齢層の多様な学習ニーズを的確に

把握し、きめ細かな支援活動を展開してまいります。また、家庭教育においては、親同士

の繋がりを強化するとともに、地域ぐるみでの子育て意識を醸成するため、学校やＰＴＡ

とも連携を図り、親世代の自主的な学びへの支援を行ってまいります。さらに、高齢社会

への対応として重要となる高齢者教育では、いきいき大学を中心に健康を意識した取組み

として町が実施する介護予防教室との連携を強化し、参加しやすい事業運営に努めてまい

ります。また、女性の社会進出の促進においては、様々な活動機会が必要となりますこと

から、女性コミュニティー会議とも協議しながら、女性の視点を大切にした学習機会の創

設を図ってまいります。 
以上、平成３１年度の教育行政の執行方針について申し上げました。現下の情勢は、変

化の激しい先の読めない状況ではありますが、その中にあって教育に求められることは、

子ども達が様々な困難を乗り越えるための力、いわゆる生き抜く力を育むことであり、こ

のことは今も昔も不易のことであると存じます。どのように社会が変化しようとも、ふる

さとを愛する心と逞しく生き抜く力があれば、将来に向かって夢や希望を持ち続け、主体

的に行動することができます。そのような人づくりこそが新冠町の明るい未来の礎になる
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と考えております。新冠町の子ども達が、困難に直面してもしっかりと立ちあがり、前を

向いて未来へと逞しく歩みを進められるよう、学校・家庭・地域、そして行政が一体とな

って子どもの成長を支えるとともに、町民の皆さまが、生涯にわたって豊かな学びと活動

を展開できますよう、教育の振興・発展に取り組んでまいる所存でございますので、町議

会議員の皆さま並びに町民の皆さまのご理解あるご協力をお願い申し上げ、教育行政執行

方針といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） 教育長の教育行政執行方針が終わりました。昼食のため、暫時休

憩いたします。再開は、午後１時といたします。 

 

（１１時４５分） 

（１２時５８分） 
 
○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 

   ◎日程第 ３ 議案第１０号 平成３１年度新冠町一般会計予算 
○議長（芳住革二君） 日程第３ 議案第１０号 平成３１年度新冠町一般会計予算 を

議題といたします。提案理由の説明を求めます。坂本総務課長。 

○総務課長（坂本隆二君） 議案第１０号 平成３１年度新冠町一般会計予算について、

提案理由を説明いたします。平成３１年度新冠町一般会計の予算は、次に定めるところに

よるものです。歳入歳出予算 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５４億７

６００万円に定めようとするものです。第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、第１表歳入歳出予算によるものとします。債務負担行為 第２条 地方自治法

第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

第２表債務負担行為によるものとします。後ほど説明いたします。地方債 第３条 地方自

治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債によるものとします。内容につきまして

は、後ほどご説明いたします。一時借入金 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規

定による一時借入金の借入れの最高額は、５億円と定めるものであります。歳出予算の流

用 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりとするものです。第１号 各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用とするものであります。次に、債務負担行為の説明に入ります

ので、７ページをお開き下さい。第２表 債務負担行為です。本会議場設備改修費 限度額

１７１８万１０００円は、昨年９月の胆振東部地震によるブラックアウトの影響と思われ

る本会議場音響設備、録音設備、テレビ協調設備の故障に伴い設備を改修するもので、備

荒資金組合から資金を借入し５年間で返済するものであります。町有バス購入費 限度額１
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０２１万４０００円は、平成５年に購入した４２人乗り町有バスが老朽化により故障が頻

発していることから更新をするもので、備荒資金組合から資金を借入し７年間で返済する

ものです。なお、更新車両は、近年の利用実態から２９人乗りマイクロバスを予定してお

ります。ＬＥＤ街路灯借上料 限度額３４６３万１０００円は、地域の電柱一体型街路灯及

び町有道路灯の全てをリース方式によりＬＥＤ化するもので、地元電気工事者が施工しリ

ース会社と１０年間のリース契約を締結するもので２６０基を予定しております。次に、

地方債の説明を行いますので、８ページをお開き願います。第３表 地方債 今年度地方債

の借入れを起こすものは、下段の臨時財政対策債まで合計４億４３３０万円を限度として

借入を起こすものであります。起債額の内訳としまして、全額交付税措置されます臨時財

政対策債１億４００万円を除きますと３億３９３０万円となり、この内８割が交付税措置

される辺地対策事業債、７割が交付税措置される過疎債、これらを精査いたしますと実質

的な一般財源は１億１０４７万円となります。過疎地域自立促進特別事業 限度額６９５０

万円は、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、その他住民が将

来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るために活用している

もので、９ページの事業に充てております。哺育牛舎新設整備事業 限度額１５３０万円は、

町有牧野において哺乳牛舎１棟及び哺乳ロボット２台の整備に係る過疎債で、収容頭数４

８頭の新設工事です。乗馬施設整備事業 限度額１億１３７０万円は、日高自動車道の延伸

に伴うにいかっぷホロシリ乗馬クラブの施設整備に係る過疎債で、クラブハウス、厩舎、

職員休憩所、角馬場、牧柵等付帯施設などを整備するものであります。橋梁長寿命化事業 限
度額２０８０万円は、防災・安全社会資本整備交付金を活用し実施する節婦１号橋と節婦

２号橋の修繕工事に係る過疎債と太陽１号橋、陽成橋、泉橋の修繕工事に係る辺地債であ

ります。小型動力ポンプ購入事業 限度額１５０万円は、年次計画により整備している小型動

力ポンプ１台、消防用ホース４０本の更新に係る過疎債です。小規模治山事業 限度額１４

５０万円は、道の地域づくり総合交付金を活用し実施する里平富居地先の治山工事に係る

一般単独事業債です。新冠市街地線１号支線道路改良工事 限度額５２０万円は、社会資本

整備総合交付金を活用して実施する道路改良工事に係る公共事業等債です。地域住宅整備

事業 限度額８４０万円は、社会資本整備交付金を活用し実施する節婦ふれあいタウン４号

棟の住宅内部改修に係る公営住宅建設事業債です。畑地帯総合整備単独営農用水事業 限度額

５２２０万円は、芽呂水道利用組合として水道水を供給している受益者２１戸を対象とし、管

路の新設工事に係る辺地債です。農道保全対策事業 限度額３３７０万円は、道営事業によ

り実施する道道平取静内線から芽呂沢太陽線までの道路整備に係る辺地債です。公有林整

備事業 限度額４５０万円は、町有林の造林事業、下刈事業及び間伐事業に係る国の予算等

貸付債です。臨時財政対策債 限度額１億４００万円は、地方交付税財源の不足額を確保す

るために国に代わり町が発行する起債で、普通交付税決定時に同時決定されるものであり

ます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記載のとおりとなっておりま

す。 
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次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますが、主要な事業のみ説明させていただき

ます。なお、お手元に配布の資料として予算説明資料、委託料一覧表、工事請負費一覧表

は、後ほどご覧いただくことでよろしくお願いをいたします。それでは、歳出の３２ペー

ジをお開き願います。 
１款 議会費 １項 議会費 １目 議会費 ７１２７万９０００円。議員報酬及び職員の人

件費並びに議会運営費を計上しております。３３ページに移ります。１８節 備品購入費 の
うち 議場用備品購入費 は、昨年９月の胆振東部地震の際の停電が原因と思われる本会議

場音響設備等の故障に伴い設備を改修するもの。備荒資金組合から資金を借入し５年間で

返済するものですが、今年度は利息分のみを計上しております。３４ページに移ります。 
２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 ３億４８９３万３０００円。特別職及

び一般職の人件費並びに経常経費の計上であります。８節 報償費 ５３４万７０００円。

ふるさと納税特典購入費 ５００万円は、寄附金１０００万円を見込み、特典購入費及び送

料として５００万円を計上しております。また、職員の永年勤続に係る記念品の他、各表

彰事業に係る記念品の予算を計上しているものであります。９節 旅費 ３６２万４０００

円。特別旅費 １７６万３０００円は、町村会主催研修、市町村職員研修センター、市町村

アカデミー、自治大学校等の職員研修費として計上しているものであります。３５ページ

に移ります。１３節 委託料 ２３５９万５０００円。役場庁舎施設管理、ＯＡ機器の維持

管理、職員研修経費、町有バスなどの業務委託等を計上しております。１４節 使用料及び

賃借料 ３２０４万２０００円。ＯＡシステム使用料 ２３５万８０００円は、例規データ

ベース、法制執務支援システムのほか、官庁速報をインターネットで閲覧するサービスに

係るシステムの使用料です。自治体クラウドサービス使用料 １６７８万６０００円は、住

民基本システムなどの町の総合情報システムの安定と災害時のデータの保守管理を図るた

め、札幌にあるデータセンターのサーバーに記録を持たせるために実施するものでありま

す。３６ページに移ります。１８節 備品購入費 ３６９万３０００円。役場庁舎電話機等

購入費は、平成２９年度備荒資金組合からの借入金により購入した役場庁舎の電話機の購

入に係る償還金で、平成３３年度まで償還するものであります。ＯＡ備品購入費は、事務

用ノートパソコン１０台分を計上しております。車両購入費は、町有バスの老朽化に伴う

更新で、現行４２人乗りを近年の利用実態から２９人乗りマイクロバスに更新するもので、

備荒資金組合から資金を借入し７年間で返済するものですが、今年度は利息のみの計上と

なっております。１９節 負担金補助及び交付金 ７０４７万５０００円。北海道電子自治

体共同運営協議会負担金 １２５万７０００円は、道内の自治体で共同運営するハープに対

する負担金で、クラウド運用負担金が主な内容となっております。社会保障・税番号制度

中間サーバー負担金 ３５９万１０００円は、マイナンバー運用の際、国のシステムと市町

村のシステムとの間で個人情報を仲介する中間サーバーを全国２箇所に設置しております

が、その共同構築費用の負担金で、今年度国のサーバー等の更新に伴い負担額が増額され

ておりますが、増額分に対しては全額国庫補助されております。３７ページに移ります。
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２１節 貸付金 ２４０万円。２名の方から医療職及び福祉職養成修学資金の貸付申請を受

けており、係る費用を計上しているものであります。２目 文書広報費 ４１０万１０００

円。町広報発行及びホームページ開設運営に係る経費を計上しております。３目 財産管理

費 ４０３６万６０００円。本目は庁舎維持管理、町有建物維持管理、町有地維持管理、レ・

コードパーク維持管理など、主に他課に属さない財産管理費を計上しているものでありま

す。１３節 委託料 １１９８万７０００円。町民ホール庭園管理業務委託料は、庁舎町民

ホールに植栽されている樹木の消毒・剪定を年４回行うもの。庁舎緑地等維持管理委託料

は、レ・コードパークを除く庁舎周辺の管理委託料で年５回の草刈り、庁舎裏の排水の清

掃などを委託するもの。町有地草刈業務等委託料は、レ・コード館第２駐車場、旧節婦小

学校他８箇所に係る町有地の草刈業務のほか、本町のポケットパークの管理を委託するも

の。公園管理委託料は、レ・コードパークに係る管理委託料で、年５回の草刈り、芝転圧、

噴水及び水路清掃、噴水ろ過装置保守点検等を委託するもの。３８ページに移ります。レ・

コードパーク内樹木維持管理委託料は、植栽されている樹木の消毒等を委託するもの。１

５節 工事請負費 ４５８万７０００円．本町教員住宅裏土留擁壁改修工事は、本町多目的

交流センター横の教員住宅の裏の擁壁が傾いて変状しており、地震等による崩壊により擁

壁下の民家に影響を及ぼすことが危惧されることから改修するもので、施工延長１８メー

トル、擁壁４５立方メートルを予定しております。１７節 公有財産購入費 ９４万３００

０円。公共用地取得費は、本町教員住宅裏土留擁壁改修工事に伴い、擁壁下の民地１１０

平方メートルを購入するものであります。４目 町有林造成管理費 １１９５万８０００円。

３９ページに移ります。１３節 委託料 ６６万９０００円。町有林境界見出標識設置測量

委託料は、高江地区町有林５００メートルを予定するもの。町有林草刈業務委託料は、フ

ァイターズ記念植樹地ほか４箇所、１万１０２７平方メートルを年２回行うもの。１５節 
工事請負費 １０９９万９０００円。町有林森林整備事業は、岩清水地区カラマツ植栽６．

２ヘクタール、若園・古岸・岩清水地区下刈り２０．８６ヘクタール、若園地区間伐１２．

４８ヘクタールを計画しております。５目 企画費 ４９６５万４０００円。１節 報酬 １
７９万３０００円。豊かな新冠町を造る計画委員会委員報酬は、現行の第５次新冠町総合

計画が平成３１年度をもって終了することから、新たな町づくり計画となる第６次総合計

画の策定にあたり、町長の諮問機関として豊かな新冠町を造る計画委員会を設置し、計画

案の審議及び意見聴取を行うもの。マイタウン３０委員報酬 ３３万３０００円。今年度２

回の会議を予定しております。１１節 需用費 ８５５万３０００円。印刷製本費 １１０万

９０００円は、第６次総合計画の印刷製本費で、計画書Ａ４版１３０ページ５００部、ダ

イジェスト版Ａ４三つ折３０００部を予定しております。燃料費４６６万１０００円は、

新冠町コミュニティバス及び西新冠地区予約運行に係る燃料費です。１３節 委託料 ２４

８９万８０００円。新冠町コミュニティバス及び西新冠地区予約運行事業に係る委託料を

計上しております。４０ページに移ります。１９節 負担金補助及び交付金 １０７６万６

０００円。日高管内７町と東京２３区交流連携推進協議会負担金１０万円は、道町村会と
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東京２３区特別区長会が締結した連携協定に基づく管内７町と文京区との連携交流事業の

推進を図るため管内各町が１０万円ずつを負担するほか、地域づくり交付金等により事業

を実施するもの。定住移住支援制度としまして、平成１９年度から行っております定住移

住促進住宅取得奨励金を８件、引越助成金１４件、住宅取得資金利子補給金を１３件、子

育て世代住宅取得支援金５３件を計上しております。地域コミュニティ活動支援事業補助

金 １４６万５０００円は、夕日ヶ丘自治会の３０周年記念誌発刊事業、東町自治会のリサ

イクル倉庫整備事業、レ･コードの森自治会の備品等倉庫及び事業用備品の整備事業及び太

陽自治会の冬季スケートリンク造成事業を予定しております。ＬＥＤ照明購入補助金 ２１

０万円は、ＬＥＤ照明の購入費に対し支援するもので、５０件分を計上しております。中

古住宅取得物件リフォーム補助金 １００万円は、個人が居住のため取得した中古住宅の改

修費として５０万円を限度に補助するもので、２件分を計上しております。４１ページに

移ります。６目 公平委員会費 ５万円。公平委員３名に係る運営費を計上しております。

７目 交通安全対策費 ４２８万２０００円。主に交通安全対策等に対する経費の計上であ

ります。１９節 負担金補助及び交付金 ３８０万８０００円。免許証返納手数料等補助金 
５万円は、高齢者の運転免許証の返納を促し、交通事故防止に資することを目的に今年度

から実施するもので、運転経歴証明書の発行等に係る費用のほか、新冠市街地から静内警

察署までの往復ハイヤー代相当を加えた１人５０００円を交付するもので、１０名分を計

上しております。８目 諸費 １６０６万１０００円。１４節 使用料及び賃借料 １７３万

２０００円。ＬＥＤ街路灯借上料は、地域の電柱一体型街路灯及び町有道路灯の全てをリ

ース方式によりＬＥＤ化するもので、地元電気工事者が２６０基のＬＥＤ化を施工し、リ

ース会社と１０年間のリース契約を締結し、支払うこととなりますが、今年度は１０月か

らの６か月分のリース料を計上しております。１９節 負担金補助及び交付金 ６７６万円。

街路灯組合運営費補助金 ２７４万２０００円は、街路灯２６組合に対し街路灯維持費とし

て年間電気料の６０％を補助するもの。９目 財政調整基金費 ５４４８万１０００円。基金

に係る預金利子５９万６０００円のほか、ホロシリ乗馬クラブの移転に伴う損失保証金５３

８８万５０００円を積立てるものであります。４２ページに移ります。１０目 減債基金費 
４５万１０００円。基金に係る預金利子を計上しております。１１目 ふるさとづくり基金

費 ７１２５万４０００円。基金に係る預金利子３６万９０００円のほか、町有牛売払い収

入５２８８万８０００円、町有牛受精卵売払い収入１１６万３０００円、奨学金貸付元金

収入６８３万４０００円、ふるさと納税１０００万円に係る積立であります。１２目 地域

振興基金費 ６００万円。ピーマン選果施設整備事業貸付金収入を積立てるもの。２項 徴
税費 １目 税務総務費 ７６８８万２０００円。４３ページに移ります。１９節 負担金補

助及び交付金 ２１４万５０００円。管内地方税滞納整理機構負担金 ２０６万９０００円

は１５件を依頼するもの。２目 賦課徴収費 ５５６万４０００円。１２節 役務費 ９４万

円。町税及び税外収入における口座振替業務及び預貯金口座調査手数料として４３万４０

００円。税、税外をコンビニで支払うことができるコンビニ収納に係る代行手数料として

25 
 



４５万８０００円を計上しております。１３節 委託料 ４０２万９０００円。ｅＬＴＡＸ

システム改修業務委託料は、平成３１年度から道町民税特徴分及び法人町民税の地方税の

電子納税が可能となることに併せ、現在賦課係に設置してあるｅＬＴＡＸシステムでこれ

までの確定申告等のデータに加え、道町民税特別徴収分と法人町民税の電子納税されたも

のの情報の取得が可能となりますが、データ元の地方税電子協議会のシステム改修に伴い

当町のシステムの改修が必要になるものであります。固定資産評価替鑑定委託料は、平成

３３年度、３年に１度実施される固定資産の土地の評価替えに係る標準宅地の不動産鑑定

評価業務を委託するもの。個人住民税年金特徴等システム保守委託料は、年金特別徴収及び

国税連携システム、電子申告システムに係る保守委託。４４ページに移ります。３項 戸籍

住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費 ２５４１万１０００円。８節 報償費 ２２万５

０００円。町民の方が婚姻届を提出した際、結婚のお祝として１万円の食事券と５０００

円の入浴券を交付するもので１５組分計上しております。１１節 需用費 ８３万９０００

円。主にパスポート発給に係る収入印紙及び北海道収入証紙代を計上しております。４５

ページに移ります。１３節 委託料 ３１４万１０００円。住民基本台帳ネットワークシス

テム保守委託料は、全国の市町村と通信回線が繋がっており、広域で住民票の発行が可能

であり、そのシステムを保守するための委託料。戸籍システム保守委託料は、システム本

体の保守委託料及び東日本大震災の津波により戸籍正本が滅失したことを受け、全国の市

町村の戸籍データを市町村と法務省がネットワークで共有する戸籍副本データ管理システ

ムに係る保守委託料を計上しております。１８節 備品購入費 ３４８万３０００円。戸籍

システム機器購入費は、平成２８年度備荒資金組合からの借入により購入した機器の元利

償還金で、５年間で返済するもの。１９節 負担金補助及び交付金 １２３万３０００円。

個人番号カード交付事業交付金 １２２万３０００円は、地方公共団体情報システム機構が

行う番号カード交付事務に対する交付金で、同額国庫補助されます。４項 選挙費 １目 選
挙管理委員会費 ３１万２０００円。選挙管理委員会の運営に要する経費で、年４回の定時

登録等に係る諸経費を計上しているもの。２目 北海道知事・道議会議員選挙費 ５０５万

１０００円。本年４月７日に執行が予定されている知事・道議選挙に係る経費を計上する

もので、同額を北海道委託金として歳入で計上しております。なお、知事選の告示日は３

月２１日、道議選は３月２９日となりますが、平成３０年度に係る費用については、先の

第４回定例会において補正措置済みであります。４６ページに移ります。３目 新冠町議会

議員選挙費 ６４２万３０００円。本年４月２１日に執行を予定している新冠町議会議員選

挙に係る経費を計上しております。なお、町議選の告示日は４月１６日を予定しておりま

す。４７ページに移ります。４目 参議院議員選挙費 ７６３万８０００円。本年７月２８

日に任期満了となる参議院議員の選挙に係る経費を計上するもので、同額を国庫委託金と

して歳入で計上しております。５項 統計調査費 １目 指定統計調査費 １１１万７０００

円。指定統計調査に係る経費を計上しており、工業統計調査、農林業センサス等、６調査

が行われることになっております。４８ページに移ります。６項 監査委員費 １目 監査委

26 
 



員費 ９７万４０００円。監査委員に関する各経費を計上しているものであります。４９ペ

ージに移ります。 
３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費 ４億９５７４万２０００円。１節 

報酬 ７２万９０００円。障がい者計画策定推進委員報酬 ３万２０００円は、障がい者基

本法及び障がい者総合支援法の規定に基づき、平成２９年度に策定した新冠町障がい者基

本計画及び障がい者福祉計画の推進、点検、評価等のローリングを行うもので５名分を計

上するもの。障がい者自立支援協議会委員報酬 １０万３０００円は、障がい者が地域で安

心して暮らせる事を目的に、相談支援体制のネットワーク構築、困難事例の対応のあり方

等を協議するもので、８名分を予算計上するものであります。地域福祉計画策定推進委員

報酬 ５万８０００円は、社会福祉法の規定により平成３０年度に策定した地域福祉計画の

推進、点検、評価等のローリングを行うもので１１名の委員中報酬対象者９名分を計上す

るもの。障がい支援区分審査会委員報酬 ３９万６０００円は、障がい者総合支援法に基づ

き、新冠町、日高町、平取町で共同設置した障がい支援区分審査会に係る報酬で、４名分

を予算計上しております。１１節 需用費 及び １２節 役務費 の中に、戦没者追悼式に係

る費用を計上しております。５０ページに移ります。１３節 委託料 ４０６９万２０００

円。福祉ハイヤー委託料は、１６名の１３０１回分を計上。寿入浴委託料は、７０歳以上

の高齢者に年３６回の新冠温泉無料券を交付するもので、平成２９年度より対象年齢を５

歳引き下げ、回数を年１２回から３６回に増やしているものであります。新冠町子ども発

達支援センター業務委託料は、節婦のあおぞらに委託する児童通所支援事業、発達支援事

業で、新冠町３９名、日高町２７名に対し事業を行うもの。移動支援事業委託料は、障が

い者の外出を支援するもので、個別支援、グループ支援、車輌移送支援があり、静内ペテ

カリに委託するもの。日中一時支援事業委託料は、一時的に監護が必要な方の一時預かり

事業で、静内ペテカリに委託するもの。新冠町地域活動支援センター事業委託料は、障が

い者等に対し、創作活動や生産活動等の支援事業を新冠ほくと園に委託するもの。新冠町

相談支援充実強化事業委託料は、障がい者に対する相談対応や支援を行うもので、新冠ほ

くと園の相談支援事業所に委託するものであります。１８節 備品購入費 ３８万４０００

円は、子ども発達支援センターあおぞらで使用する感覚統合補助器具で、大型ジャンピン

グ用シートの購入のほか障がい者総合支援給付審査システムにおいて国保連合会との伝送

により使用しているパソコンを動作させるソフトウエア、ウインドウズ７のサポートが終

了することからウインドウズ１０へ更新する必要があるもので、調達コストを抑えるため

国保連合会において一括購入されるものであります。１９節 負担金補助及び交付金 ２７

９４万１０００円。５１ページに移ります。中段にあります 民生委員児童委員協議会運営

費補助金 ３０９万１０００円は、今年度３年に１度の道外研修を実施することから増額し

ているものであります。下から３段目 介護職員初任者研修費助成金 ２５万円は、在宅福

祉サービス等に従事する人材の確保及び介護の質の向上を目的に平成２９年度から制度化

したもので、受講費用の３分の２、５万円を上限に助成するもので５名分を計上しており
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ます。実務者研修費助成金 ２５万円は、昨年度から初任者研修事業を拡大しているもので、

初任者研修の上位に位置する実務者研修の受講費用の３分の２、上限額５万円を助成する

もので、５名分を計上しております。障がい児通所支援事業利用料助成金 ４万６０００円

は、障がい児通所支援事業を利用する方の負担軽減を図るもの。２０節 扶助費 ２億８３

６６万円。重度心身障がい者医療 １３５８万３０００円は、身障１・２級、３級内臓疾患

等、重度知的、精神保健福祉手帳１級の方の医療費に対する助成金。こども医療費 １５３

７万２０００円は、中学生までを対象に医療費の自己負担金を助成するもの。重度身体障

がい者日常生活用具給付費 ２４２万７０００円は、障がいを負ったことにより日常生活上、

必要とされるストマ、紙おむつ、介護支援用具等に対し９割分を助成するもの。更生医療

給付費 ２８１６万１０００円は、障がい者の社会活動への参加を援助するために行われる

医療で、人工透析や腎臓、肝臓機能障害ほか７項目の障害種別に係る医療が対象となりま

す。５２ページに移ります。自立支援給付補装具費 ２００万円は、障がい者の失われた部位、

機能を補うための補装具購入に係る費用を支給するもの。介護給付費等支給費 ２億１２万４０

００円は、障がい者総合支援法に基づき提供される障がい者福祉サービスの介護給付費及

び訓練等給付費に係る給付です。未熟児養育医療費９０万円は、出生時体重が２０００グ

ラム以下の子どもで、医師が入院養育を必要と認めた子どもに対し、自己負担分を養育医

療で支給するもの。育成医療給付費 ２２万９０００円は、１８歳未満で体に障がいや病気

があり、放置すると将来体に障がいが残る可能性があるものの、手術等の治療で障がいが

改善される場合に医療費の一部を支給するものであります。障がい児通所給付費等支給費 
１５７９万８０００円は、障がい者総合支援法に基づき提供される障がい児通所支援事業

の障がい児通所給付費等に係る給付であります。療養介護医療給付費 ２８３万３０００円

は、障がい者総合支援法に基づき提供される障がい者福祉サービスの介護給付費のうち医

療に係る給付です。２１節 貸付金 ５７０万円。北海道労働金庫貸付金 ５００万円は、労

働金庫に５００万円の貸付けをし、勤労者に対する融資をお願いするもので、さらに労金

が１５０万円上乗せし、６５０万円の原資で融資を行っているもの。法外援護資金原資貸

付金 ７０万円は、社会福祉協議会が行っている生活困窮者に対する生活資金の貸付制度に

対し、町が７０万円、社協が３０万円、併せて１００万円の事業費で貸付けを行っている

もので、近年の利用実績から町の貸付金を１２０万円から７０万円に減額をしております。

２８節 繰出金 ４００３万２０００円は、国保特別会計で説明いたします。２目 老人福祉

費 ２億７４６万７０００円。８節 報償費 ５万円は、本年度１００歳を迎える方１名に対する

長寿祝金です。１３節 委託料 ３０７７万８０００円。ふれあい夕食事業委託料は、概ね６

５歳以上の方を対象に１食３５０円で配食サービスを行うもので、９７００食を見込んで

おります。寿バス運行委託料は、７５歳以上の高齢者を対象に道南バスの無料券を交付す

るものですが、高齢者の外出の機会を増やす健康増進対策として、今年度から対象年齢を

７５歳以上から７０歳以上へ引き下げております。移送サービス事業委託料は、寝たきり、

歩行困難な方の通院・入院や福祉施設の入退所・通所の際、無料で送迎等を行うもので、
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社会福祉協議会へ委託しております。１８節 備品購入費 １６２万５０００円。老人等緊

急通報システム購入費は、緊急通報端末電話機１０台及びバッテリーの購入費を計上して

おります。緊急通報システムセンター設備購入費は、新冠消防支署に設置している緊急通

報システムのパソコン本体の老朽化により不具合が生じていることから昨年度更新したも

ので、備荒資金組合より資金を借入れ５年間で返済するものです。５３ページに移ります。

１９節 負担金補助及び交付金 １億１７１万２０００円。敬老事業費補助金 ８９万６００

０円は、地区敬老会事業に対する補助金です。高齢者等買物支援事業補助金 ４４１万５０

００円は、買物支援事業らくらく新冠に要する運営費を協議会に補助するもの。訪問看護

ステーション交通費助成金 １４万円は、特定疾患を患う方が訪問看護ステーションを利用

する際の交通費を助成するもので、４名分計上しております。２０節 扶助費 ４５５万４

０００円。老人福祉施設入所者措置費 ３８４万３０００円は、養護老人ホーム門別長生園

への措置入所に対し係る措置費を支給するもので、２名分を計上しております。家族介護

用品費 ５７万６０００円は、要介護４、または５と判定された在宅の高齢者を介護する世

帯に月額６０００円の介護用品券を交付するもの。家族介護者リフレッシュ費 １３万５０

００円は、要介護１から５の認定を受けた在宅の高齢者を介護している家族の負担を軽減

するため、恵寿荘へ年４日分のショートステイに要する費用を助成するもの。２８節 繰出

金 ６８１３万１０００円は、介護サービス特別会計で説明をいたします。３目 後期高齢

者医療費 ９６６５万８０００円。１９節 負担金補助及び交付金 ７２２１万３０００円。

療養給付費負担金は、後期高齢者医療広域連合で算出した所要額を計上しております。２

８節 繰出金 ２４４４万５０００円は、後期高齢者医療特別会計で説明をいたします。４

目 地域包括支援センター費 ３９３１万６０００円。高齢者などの介護予防等に係る予算

を計上するもので、主に日高中部広域連合から委託される地域支援事業に係る受託事業を

行います。５４ページに移ります。８節 報償費 で、成年後見制度の普及のため高齢者虐

待防止講演会として落語会を予定しており講師謝礼を計上しているものです。１１節 需用

費 には、認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を見守る応援者となる認知症サポ

ーターを養成するための教材購入費、認知症の症状やサービス相談窓口等をまとめた認知

症ケアパスの印刷費を計上しております。１３節 委託料 １１４５万５０００円。介護予

防サービス計画費委託料は、要支援者で在宅福祉サービスを利用する者に対し、個々の状

態に合わせたサービス計画の策定を委託するもので、町内及び新ひだか町、日高町の居宅

介護支援事業所６か所に委託。生活支援体制整備事業委託料は、介護保険法に基づく生活

支援コーディネーター業務を社会福祉協議会に委託しているもので、コーディネーターの

人件費や活動費を計上しております。１８節 備品購入費 ９万７０００円。生活支援コー

ディネーターの活動用備品として、移動式スクリーンの購入費を計上しております。１９

節 負担金補助及び交付金 １０６万９０００円。認知症カフェ運営費補助金４６万円は、

認知症総合支援事業の一環として開設する認知症カフェの運営費補助金で、１０人以上が

集える拠点を整備し、２か月に１回以上の開催などの要件を満たす団体に対し運営費を補
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助するもので、２団体分を計上しております。ＧＰＳ検索機器導入費補助金 ６万円は、認

知症等による徘徊行動のある方を在宅介護している介護者に位置情報検索機器ＧＰＳの導

入費の一部を補助するもので、初期費用の９割、上限２万円の３名分を計上しております。

成年後見制度利用支援事業助成金 ４５万４０００円は、認知症などにより判断能力が不十

分な方々が、財産管理などの支援を受けられる成年後見人制度を希望する際に必要となる

費用について助成をするもので、今年度施設入所者１名に係る費用を増額しているもので

あります。５５ページに移ります。５目 老人福祉施設費 ３３７０万６０００円。老人憩

の家及び高齢者共同生活施設あいあい荘に係る経費を計上しております。１３節 委託料 
２２４１万５０００円。高齢者共同生活施設管理業務委託料及び高齢者共同生活施設給食

委託料は、あいあい荘に係る管理、警備、周辺の草刈り及び給食業務の委託であります。

６目 社会福祉施設費 ７１３万８０００円。各地域にあります集会施設の管理に係る経費

を計上しております。１１節 需用費 ４６５万１０００円。光熱水費 ３０７万７０００円

は、集会施設電気料１８施設、他６外灯等２０８万円と集会施設水道料１８施設９５万６

０００円、集会施設下水道料３施設４万１０００円。修繕料 １１１万円は、集会施設維持

補修７８万円、町民福祉会館屋根補修３３万円を計上。５６ページに移ります。１８節 備
品購入費 １５万円。年次計画で進めております集会施設の灯油タンクの購入費。７目 生
活館費 ９４４万９０００円。主に生活館１１か所の管理運営に係る経費を計上。１８節 備
品購入費 ３５万２０００円は、年次計画で進めている生活館の灯油ストーブの購入費を計

上しております。５７ページに移ります。８目 国民年金費 １１万２０００円。国民年金

事務に係る各経費を計上。２項 児童福祉費 １目 児童措置費 ７８１８万６０００円。１

９節 負担金補助及び交付金 ４２５万円。チャイルドシート購入補助金 ２５０万円は、購

入費の２分の１を補助するもので、０歳から４歳未満は１万５０００円、４歳以上６歳未

満は５０００円を上限として補助しております。新冠町子ども誕生祝金 ４００万円は、次

世代を担う子どもの出産を祝い、町の活性化と児童の健全な発育及び福祉の増進に資する

ことを目的に今年度から１人１０万円を交付するもので、４０人分を計上しております。

２０節 扶助費 ７３９２万円。児童手当は中学生までの子どもに年齢及び子どもの数に応

じ月額５０００円から１万５０００円が支給されるもので、２月・６月・１０月に支給さ

れております。２目 児童福祉施設費 ３４２４万３０００円。児童館及び子育て支援セン

ターに係る運営費を計上しております。５８ページに移ります。７節 賃金 ８２３万８０

００円。児童館職員賃金 ４５４万円は、児童館機能に加え、就労支援対策や習い事の特例

として、午後６時まで児童の預かり事業を実施しております児童館クラブ事業に係る臨時

職員２名、パート２名の賃金を計上。８節 報償費 ２０万５０００円は、児童館特別事業

及び子育て支援センターの実技指導講習に係る講師謝礼。１８節 備品購入費 １４万２０

００円。子育て支援センター備品購入費は、児童の接触事故防止のためのサークルの購入

費。児童館用備品購入費は、図書及び停電時対応ポータブル式灯油ストーブの購入費。１

９節 負担金補助及び交付金 ８７８万６０００円。施設型給付費８６２万９０００円は、
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私立の教育・保育施設に通う児童の保護者に対し、市町村が施設型給付費という形で、一

括で支給するものですが、給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者

に支払われる施設型給付費を私立の各施設が代理人として市町村に対して請求しているも

ので、対象となる施設はマーガレット認定こども園及び静内幼稚園であります。５９ペー

ジに移ります。 
４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費 ６３００万３０００円。健康推進

に係る各事業及び保健センター管理に係る経費を計上しております。８節 報償費 ４万８

０００円。インターンシップ報償金は、保健師の採用が難しくなっている中、当町での就

業体験を通じ当町に応募する機会を促すもので、本年度も１名の学生を募集するもの。就

業体験期間は５日間を予定しております。１３節 委託料 １１万１０００円。床ワックス、

ガラス清掃等委託料は、保健センターに係る業務委託料です。６０ページに移ります。１

９節 負担金補助及び交付金 ９４６万円。新ひだか町立静内病院婦人科運営負担金 ７６６

万４０００円は、新ひだか町立静内病院婦人科の共同運営に係る運営費の一部を負担する

もの。不妊治療費助成金 ９０万円は、不妊治療に要する費用を助成し、経済的負担の軽減

を図り、治療を受けやすい環境整備を図るため助成するもので、特定不妊治療３人分を計

上しております。不育症治療費助成金 １０万円は、流産や死産、新生児死亡などを繰り返

す不育症の治療に要する費用を助成するため昨年度から制度化したもので、１回あたり１

０万円、一人あたり通算１５０万円までを限度とするもので、北海道の助成額を差引いた

額を助成対象としております。２目 予防費 ３４９０万７０００円。８節 報償費 １５８

万２０００円。歯科医師報償費 ２５万２０００円は、３歳及び１歳６か月検診に係るもの。

小児科医報償費 １３２万円は、乳幼児健康診査に係る報償費です。６１ページに移ります。

１３節 委託料 ３０２３万円。妊婦検診委託料は、妊婦健康診査受診券及び超音波検査受

診券を交付し、異常の早期発見と予防に努めるもので、１４回分を対象としております。

運動指導業務委託料は、生活習慣病予防対策としてからだリセット講座を開催しておりま

すが、この事業に対し健康運動指導士の派遣を依頼するもので、年３回の派遣を予定して

おります。健康診査委託料は、胃・肺・大腸がん検査のほか、脳ＭＲＩ検査、肝炎ウイル

ス検査、ピロリ菌検査等に係る委託料で、昨年度から脳ＭＲＩ検査以外の検査費用は無料

としているものですが、今年度は特に生活習慣病予備群を把握するための特定健診の受診

対象者を３０歳に引き下げる若年健診を実施することとしております。婦人検診委託料は、

乳がん、子宮がん検診、ヒトパピローマウイルス検査等に係る委託料で、昨年度から無料

としており、自己負担金は計上しておりません。予防接種委託料は、ＢＣＧ、４種混合、

インフルエンザワクチン、日本脳炎ワクチン等に係る委託料。にいかっぷママさぽーとハ

イヤー委託料は、妊婦が医師等の指示により救急車の要請は必要ではないが、家族による

送迎が困難な場合に町が契約するハイヤーを使用することにより、安心して出産を迎えら

れる環境を整備する事業で、出産予定病院までのハイヤー片道料金の７割を助成。浦河町、

苫小牧市、札幌市の医療機関それぞれ１名ずつ３名分を計上しております。産婦健診委託
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料は、これまで実施してきた妊婦検診に加え、産婦の健康状態・育児状況の確認と産後う

つの予防及び早期発見を目的に今年度から検診費用の一部を助成するもので、４０名分を

計上しております。１９節 負担金補助及び交付金 １３９万３０００円。妊婦健診交通費

助成金 ９２万６０００円は、町外の医療機関で受診する妊婦に対し交通費の一部を助成す

るもの。ワクチン予防接種費用助成金 １９万８０００円は、近隣の医療機関と委託契約に

より実施しておりますが、里帰り出産などで契約外医療機関において、自費によりワクチ

ン接種を行ったものに対して償還払いにより助成しているもので、インフルエンザ３５名

分８万８０００円と定期接種分１０名分の１１万円を計上しております。出産時宿泊費助

成金 ６万９０００円は、苫小牧市・札幌市等遠距離にある医療機関で出産する際、安心し

て出産できるよう妊婦と付添人の宿泊費用を助成するもので、未熟児等付添産婦宿泊料も

対象としております。新生児聴覚検査費用助成金 ２０万円は、聴覚障害による音声言語発

達等の影響を最小限に抑えるため、全ての新生児に聴覚検査が実施できるよう費用を助成

するもので、１回５０００円の４０人分を計上しております。３目 環境衛生費 １０７５

万９０００円。主に、狂犬病予防、霊園霊葬場の管理及び合併処理浄化槽設置整備事業に

係る経費を計上しております。６２ページに移ります。１３節 委託料 １２３万９０００

円。霊園管理等業務委託料は、霊園の管理及び火葬補助業務を高齢者事業団等に委託する

もの。電気設備保安等業務委託料は、霊葬場の自家発電機に係る保守委託料。１９節 負担

金補助及び交付金 ３６５万６０００円。町内住宅等蜂の巣駆除補助金 １５万円は、３０

件分を計上。合併処理浄化槽設置整備事業補助金 ２４９万３０００円は、５人槽２基、７

人槽３基分を計上しております。危険空家等除却補助金 １００万円は、危険空家に指定さ

れた物件の除却費用に対し、２分の１、５０万円を上限として補助するもので、２件分を

計上しております。４目 診療所費 １億６８３９万６０００円。２８節 繰出金 は、国保

診療所事業特別会計で説明いたします。２項 清掃費 １目 清掃総務費 １億４３６３万２

０００円。１１節 需用費 ４０１万７０００円。消耗品費 ３９５万３０００円の主なもの

は、指定ゴミ袋の購入費用となっております。６３ページに移ります。１３節 委託料 ４
２２６万８０００円は、主にゴミの収集運搬に係る委託料を計上しております。１９節 負
担金補助及び交付金 ９７２３万円。リサイクル活動奨励交付金 ６９万８０００円は、資

源ゴミのリサイクルを推進するために、登録団体及び古物商に対して回収実績に応じ奨励

金を交付するもの。３項 水道費 １目 地区水道費 ８９７万７０００円。町内２か所の地

区専用水道に係る維持管理経費を計上しております。１３節 委託料 ２４０万８０００円。

水道検査業務委託料は、新明・大狩部地区水道に係る水質検査業務委託料を計上。施設維

持管理業務委託料は、大狩部浄水場に設置している計測機器の劣化に伴い計測値の誤差が

大きくなっていることから、機器の調査・点検及び消耗品の交換等を業者委託するもので

あります。１４節 使用料及び賃借料 ３４万２０００円は、大狩部地区水源地の土砂除去

を行うための重機借上料です。１５節 工事請負費 ４３２万３０００円。地区水道施設工

事は、大狩部地区水道において、厩舎横に埋設されている配水管が、造成に伴い支障とな

32 
 



ることから８５メートル切りまわしをするもの。水道管移設補償工事は、日高自動車道の

建設に伴う大狩部地区水道給水管が支障となるため移設するもので、減耗分を差引いた額

を補償費として歳入で計上しております。２目 簡易水道費 ７２０７万１０００円。２８

節 繰出金 は、簡易水道事業特別会計で説明いたします。６４ページに移ります。 
５款 農林水産業費 １項 農業費 １目 農業委員会費 ２３６８万７０００円。農業委員

の活動経費、職員の人件費及び経常経費の計上。６５ページに移ります。２目 農業総務費 
８１３５万円。農業振興施策及び農業支援員に係る関係経費を計上しております。８節 報
償費 ２２２万円は、主に農業支援員１名分に対する費用を計上。１４節 使用料及び賃借

料 １２６万４０００円。借上料５１万４０００円は、農業支援員活動用車輌の借上げ料及

び農業人フェア出展料を計上。６６ページに移ります。１８節 備品購入費 ２４３万２０

００円は、平成２８年３月に備荒資金組合の資金により導入した中山間農地データ管理シ

ステムに係る今年度支払い分。１９節 負担金補助及び交付金 ３７１６万１０００円。農

業支援員活動補助金 ４２万円は、農業支援員に対する住宅料補助・通信費に対する補助金

を計上。農業経営基盤強化資金利子補給補助金 １５万７０００円は、農業経営基盤強化促

進法に基づき、規模拡大など農業経営改善のために借りる政府資金に対する利子補給金で、

７戸分を計上。多面的機能支払事業補助金 ６２８万５０００円は、組織をつくり地域内の

農業者が共同で農業・農村の機能維持に取組む活動を支援するもので、現在比宇川流域環

境保全会と里平地区・水・環境保全会が対象。中山間地域等直接支払事業補助金 ９８５万

４０００円は、中山間地域の不利な農業生産条件を補正し、生産活動を将来に向け維持す

る活動を支援するもので、美宇・太陽地区の西新冠中山間ファーマーズに対し補助してい

るもの。経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 ４０万４０００円は、新冠町農業再生

協議会に対し申請受付け等の事務費が国から全額補助されるもの。地域担い手育成総合支

援協議会補助金 ３１８万５０００円は、新規就農者の確保と農業後継者の経営安定をサポ

ートするための相談業務、農業支援員と研修受け入れ先との調整等、担い手育成協議会の

事業に対する補助金。野菜促成栽培施設整備事業補助金 ３３８万６０００円は、野菜の促

成栽培に必要なビニールハウス及び自動換気設備の導入費に対し補助するもので、３戸の

農家のハウス４棟、自動換気２７基分を計上しております。農業次世代人材投資資金 １１

２５万円は、新規就農者で人・農地プランに位置づけられる者の内、就農後５年以内の経

営の安定確保を図ることを目的に給付金を給付されるもので、８名に対し１人７５万円か

ら１５０万円を補助するもので、全額道から補助されます。農業後継者親元就農奨励金 １
００万円は、平成３０年度からスタートした担い手対策事業で、将来にわたる持続的な発

展を目指し、後継者が親元就農した経営体に対する奨励金で、２件分を計上しております。

３目 農業振興費 １億３７８９万円。６７ページに移ります。１３節 委託料 １３７万５

０００円。町単独給水管設計業務委託料は、道営畑地帯総合整備事業により配水管の設置

工事に併せ、町単独で整備しなければならない末端１戸の配水支管及び給水管図面等修正

の業務委託料を計上しております。１４節 使用料及び賃借料 ６２０万円は、明渠排水の
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土砂掘削に係る共栄地区明渠排水五嶋地先土砂掘削外１３箇所の重機借上げ料を計上して

おります。１５節 工事請負費 ５８５４万１０００円。農業用施設維持管理工事は、美宇

地区明渠排水小野寺地先排水路整備工事、共栄地区明渠排水春木地先排水路整備工事、共

栄地区明渠排水五嶋地先排水路整備工事、西泊津地区明渠排水村田排水路整備工事、高江

地区明渠排水土砂掘削工事を予定しております。町単独給水管設置工事は、芽呂沢地区の

導水管及び配水管からの漏水が著しく、営農に支障をきたすことから道営畑地帯総合整備

事業により導水管及び配水管の設置工事が行なわれますが、これに併せ、昨年度に引き続

き町単独で整備しなければならない末端１戸の配水支管・増圧ポンプ及び住宅への給水に

ついて、本年度２５栓分整備するものであります。１９節 負担金補助及び交付金 ６２８

２万３０００円。畑地帯総合整備事業負担金 ２８６３万５０００円は、芽呂水道利用組合

の導水管及び配水管を道営事業で管路を新設するもので、本年度配水管２０６２メートル

の工事に対する負担金。農道保全対策事業負担金 ３３７５万円は、道道平取静内線から芽

呂沢太陽線までの道路について、舗装面のヒビ割れや路肩の沈下等が著しいことから、道

営事業で改良工事を行うにあたり、本年度用地確定測量１４５５メートル、附帯工土工１

９００メートル、側溝工２８００メートル、修繕工８００メートルを行うもの。４目 畜産

業費 ２１１２万４０００円。１１節 需用費 ３０万３０００円の中で、地方競馬及びホッ

カイドウ競馬協賛レース支援事業経費を計上しております。６８ページに移ります。１５

節 工事請負費 日高軽種馬共同育成公社屋内馬場調教施設屋根補修工事は、平成１８年度

に日本軽種馬協会の補助により町が整備した丸馬場の軒先の屋根受け部材が錆により腐食

していることから２か年計画で補修工事を行うもので、今年度は全長７２８．８メートル

の２分の１の３６４メートルを実施するもの。１９節 負担金補助及び交付金 １５８２万

９０００円。受精卵移植事業補助金 １６１万２０００円は、畜産経営の安定と所得向上を

目的に、受精卵の採卵料と移植料の３０％を補助するもので、採卵１７頭、移植３５４頭

分を計上しております。軽種馬市場上場促進事業補助金 ６３０万円は、生産馬を市場上場す

るにあたり、馴致やボディーコンディションの調整のため育成業者に預託する費用を補助す

るもので、補助単価は３０日以上預託した１歳馬１頭あたり３万円。６０日以上預託した２

歳馬１頭当たり５万円で、１歳馬２００頭、２歳馬６頭分を計上しております。町酪農ヘル

パー事業補助金 ２８５万円は、労働時間の軽減、緊急対応のため実施されるヘルパー事業

に対し、新冠町・日高町・新冠町農協が助成するもの。新冠町和牛育種推進協議会補助金 １
６９万８０００円は、和牛センターに預託した牛が、途中出荷や死亡事故等が発生した場

合のほか、一般出荷の場合にも売却額が低く農協から借り入れた経営安定化等貸付金を下

回った場合に不足分を補助するものであります。 
○議長（芳住革二君） 暫時休憩いたします。再開は１４時１０分といたします。 
 

（１３時５７分） 

（１４時１０分） 
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○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。坂本総務課長。 
○総務課長（坂本隆二君） 説明を続けさせていただきます。６８ページをお開きくださ

い。５目 牧野管理費 １億４８９５万円。町有牧野に係る預託牛管理、町有牛管理及び和

牛センター管理に係る関係経費を計上しております。６９ページに移ります。１１節 需用

費 ５２８７万３０００円の主なものは、牛の飼料、敷き料、薬品代のほか農業用トラクタ

ー及び作業機械の修繕料を計上しております。１２節 役務費 ７５７万７０００円。手数

料 ６８７万７０００円の主なものは、受精卵採卵・精液等の受精関連手数料及びワクチ

ン・家畜診療等の診療関連手数料となっております。１３節 委託料 １８万円。健診業務

委託料は、放牧預託牛に係る健康診断等を委託するもの。１５節 工事請負費 は、授乳期

における適切な哺乳を行うために必要な哺育牛舎と哺乳ロボットを整備し、将来の哺乳期

から出産期前までの通年預託受入体制の基盤づくりを始めようとするもので、１９５平方

メートルの鉄骨製哺育牛舎１棟の新築と哺乳ロボット２基を導入するもので、国の平成３

０年度２次補正による繰越明許により補助対象経費の４５％が国庫補助されるもの。１６

節 原材料費 ５２６万１０００円。牧野維持管理用原材料費 ５０１万３０００円の主なも

のは、草地に係る化成肥料、土壌改良剤が主なものとなっております。１９節 負担金補助

及び交付金 ２７万３０００円。ヨーネ病自主検査対策補助金 ２１万９０００円は、ヨー

ネ病の侵入防止のため、入牧要件としてヨーネ病検査を行っているものでありますが、検

査に係る自己負担分の５０％を補助するものであります。７０ページに移ります。２項 林
業費 １目 林業振興費 ３８６０万９０００円。主に有害鳥獣駆除対策事業に係る関係経費

を計上しております。８節 報償費 ２４万円。熊捕獲奨励報償金 ２０万円は、１０頭分を

見込んでおります。７１ページに移ります。１２節 役務費 ９１３万３０００円の主なも

のは、鹿の残滓処理手数料及びその他有害鳥獣残滓処理手数料であります。１３節 委託料 
１９８４万５０００円は、有害鳥獣駆除捕獲委託料を計上しておりますが、主なものは、

シカの駆除費として２０００頭分を計上しております。１９節 負担金補助及び交付金 １
３６万６０００円。民有林振興対策事業補助金 ９５万１０００円は、民有林の造林事業の

推進を図るため、国・道の補助残に対し、総事業費の７３％以内まで上置き補助するもの

で、１３個人３団体を予定。２目 林道費 ５７５万３０００円。林道維持管理に係る関係

経費を計上しております。１４節 使用料及び賃借料 ３６万６０００円は、林道岩清水線

及びオサナイ線に係る路盤修正を実施する際の重機借上料であります。１５節 工事請負費 
林道維持補修等工事は、緑資源幹線林道平取・えりも線排水路整備工事で、民地に入り込

んでいる排水路を道路敷地内に収めるため２か年で実施するもので、今年度は掘削工３７

０立方メートル、盛土工４２０立方メートル、管渠工７１メートル、集水桝３箇所等の実

施を予定しております。７２ページに移ります。３目 治山費 ３２４２万円。治山関係の

整備と管理に係る関係経費を計上しております。１４節 使用料及び賃借料 ２８２万１０

００円は、既設治山ダムの土砂の掘削に係る重機借上料。１５節 工事請負費 ２８８０万
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円は里平富居地先小規模治山工事で、土留工２基、水路工１０１メートル、張り芝等の伏

工１０２０平米を予定しております。４目 森林公園費 １０１５万７０００円。判官館森

林公園の維持管理に係る経費を計上しております。１１節 需用費 １８９万７０００円。

修繕料１０９万６０００円は、多目的広場の遊具・ブレーカー等を収納している引込計器

盤の補修費を計上しております。１３節 委託料 ６０２万３０００円。森林公園管理作業

委託料は、公園内及び憩の広場の草刈り、ツツジの剪定、ゴミ回収、排水清掃等を委託。

森林公園遊具保守点検委託料は、日本公園施設業協会規準に基づき公園内遊具の点検を委

託するもの。７３ページに移ります。３項 水産業費 １目 水産業振興費 １５９２万５０

００円。主に水産業の振興に係る協議会等の負担金と団体補助金となっております。１９

節 負担金補助及び交付金 ６５６万８０００円。水産多面的機能発揮対策事業負担金 ７９

万円は、ホッキ漁場の土が硬くなり資源量の減少の原因となっていることから耕うんを行

うもので、国・道・町の負担金が北海道多面的機能発揮対策協議会を経由し、ひだか漁協

新冠支所ホッキ部会に補助されるもの。マツカワ中間育成事業負担金 ５２万９０００円は、

マツカワを放流し漁獲高の増加を期待するもので、日高管内栽培漁業推進協議会に補助す

るもの。ホッキ最小成貝放流事業補助金 ６０万円は、ホッキの稚貝を地まき放流し、資源

の確保と安定した漁獲高を図り漁家の経営安定を期するもので、ひだか漁協新冠支所ホッ

キ部会に補助するもの。７４ページに移ります。漁業者漁具整備事業補助金 １５０万円は、

漁業者が購入した漁具に対し、５０％、１５万円を限度に補助しているもので、今年度１

０件を計画しております。稚だこ保育礁設置事業補助金 ２５０万円は、国の水産基盤整備

事業により投入されたタコ産卵礁の付近に稚タコ保育礁を投入するもので、本年度４３０

０個投入を予定しております。ひだか漁協新冠青年部活動費補助金 ７万２０００円は、ひ

だか漁協新冠青年部の活動に係る費用の一部を今年度から補助するもの。７５ページに移

ります。 
６款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振興費 １１０５万２０００円。主に、商工業振

興に係る経費を計上するもの。１９節 負担金補助及び交付金 １１０３万２０００円。町

商工業振興事業補助金 １０７０万２０００円は、商工会の人件費の一部や事業費の一部を

補助するもの。町中小企業融資制度資金保証料補給金 ３０万円は、運転資金、設備投資と

して町振興資金を借り入れた中小企業者に対し、保証料の一部を補助するもの。２目 観光

費 ４億５３１８万８０００円。８節 報償費 ２０８万２０００円は、地域おこし協力隊員

１名分の報償費。１１節 需用費 ２２８万６０００円。光熱水費の中に、サラブレット壁

画ライトアップ電気料を計上。修繕料 １１７万６０００円は、道の駅、新冠温泉、ヒルズ

パークパークゴルフ場、出会いと憩のセンターの維持管理に係る修繕料を計上しておりま

す。７６ページに移ります。１３節 委託料 ５０４０万６０００円は、各施設の指定管理

料及び維持管理委託料です。出会いと憩いのセンター管理委託料は、駅舎に係る清掃・施

錠・草刈り等を委託するもの。道の駅構内敷地維持管理委託料は、草刈り・低木の刈り込

み・花壇の管理等を委託するもの。道の駅駐車場誘導業務委託料は、ゴールデンウィーク
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やお盆等の繁忙期に誘導警備員を配置するもの。１４節 使用料及び賃借料 １３１万２０００

円。借上げ料の主なものは、地域おこし協力隊員に係る、車輌及び住宅の借上げ料。１５節 工事

請負費 ３億６５３１万４０００円。新冠温泉宿泊棟スロープ屋根取付工事は、宿泊棟玄関スロー

プ部分に屋根がなく、雨ざらしになることから屋根を取り付けるもの。新冠温泉各露天風呂目隠し

塀延長工事は、各露天風呂の目隠し用の塀の幅が短いことから３箇所をそれぞれ２．４５

メートルの高さで３メートル延長するもの。新冠温泉レストランＬＥＤ照明器具交換工事

は、年次計画により施設内照明のＬＥＤ化を進めているもので、今年度レストラン照明を

ＬＥＤ化するもの。ホロシリ乗馬クラブ移転工事は、日高自動車道の延伸に伴い西泊津へ

移転するもので、３か年にわたり工事を実施するものですが、今年度はクラブハウス、厩

舎、職員休憩所、角馬場牧柵等付帯施設などを実施するもので、詳細につきましては、別

冊の工事一覧表をご参照願います。１９節 負担金補助及び交付金 １８４２万２０００円。

優駿日高道オールひだか魅力発信事業負担金 ５０万円は、高規格道路日高自動車道の日高

厚賀インターチェンジの開通を契機に日高全体の地域の情報発信及び魅力発信をオール日

高で取組むもので、事業費総額７００万円のうち２分の１を北海道の地域づくり総合交付

金で、残る２分の１を管内各町が５０万円ずつ負担することとしているもので、新聞広告

等のメディアを活用した情報発信等を実施するもの。レコード文化広域観光連携事業負担

金 ５０万円は、道内各自治体と連携事業を行っている札幌市にあるセンチュリーロイヤル

ホテルとの連携事業として昨年度に引き続きレコード文化、食材、郷土芸能等を市民やホ

テル利用客に宣伝しようとするもので、レコードコンサートや展示、ディナーイベント等

を実施するもの。地域おこし協力隊活動補助金 １０４万２０００円は、札幌ビアガーデン、

オータムフェスト等のイベントＰＲ用旅費相当分及び地域おこし協力隊員に係る活動補助

金。町観光協会補助金 １１２４万８０００円は、観光協会が行う広告宣伝事業、主催イベ

ント事業、観光施設管理事業に対する補助金ですが、今年度から事務局体制を強化するた

め、これまで地域おこし協力隊員を含めた体制としておりましたが、定着しないなどの問

題があることから、専任職員を配置することとしております。また、レ・コード展望塔の

管理について、人員の確保や採算性の問題から撤退の申し出がありましたが、青少年の健

全育成や非常時の避難誘導、観光面等から継続した管理をするため管理運営費を補助する

こととしております。７７ページに移ります。 
７款 土木費 １項 道路橋梁費 １目 道路橋梁総務費 ４１６万７０００円。自治会に委託

する町道の草刈り業務に伴う保険料及び道路台帳整理、地籍図等の土地移動整理のための経費を計

上しております。１３節 委託料 ３３５万３０００円。道路台帳管理業務委託料は、町道路

線図の修正業務。地籍図簿等土地移動整理業務委託料は、地籍図、土地移動整理簿の修正

業務。２目 道路維持費 ６６４１万７０００円。１１節 需用費 １４９０万７０００円。

消耗品費 ４８３万７０００円の主なものは、グレーチング、コンクリート蓋、大型土のう、

スリップ防止用焼き砂及び公用車１台の夏冬タイヤ、ダンプの冬タイヤの購入費。修繕料 
７１３万３０００円の主なものは、グレーダ・ダンプ等の車検整備料、道路舗装・縁石修

37 
 



繕、側溝や法面の修繕の他、標識等の付属設備の修繕、管理車輌や砂箱の修繕料。１３節 委
託料 １９５３万５０００円。町道草刈業務委託料は、旧節婦小学校道路法面、えましあ法

面、夕日ヶ丘２号線、レ・コードの森１．２号線、軽種馬共同育成場線、自治会委託に係

る委託料。町道維持管理業務委託料は、路面清掃、路肩の土砂除去、排水施設清掃業務、

町有重機の運転業務、岩清水アブカシャンペ線ゲートの維持管理業務、町道沿道支障木伐

採は、年次計画で交通の支障となる木を伐採するもので、里平太陽線、明和新栄線、緑丘

横断線、新栄山内川住線の４路線を予定。１４節 使用料及び賃借料 ３３６万６０００円。

道路用地借上料 １４５万円は、岩清水アブカシャンペ線他８路線に対する道路の借上げ料を計上

しております。重機借上料 １７０万円は、岩清水アブカシャンペ線他３か所に係る道路側溝

の土砂掘削。その他借上料 ２１万６０００円は、町道緊急対応として異常降雨時に係る排

水ポンプ設置費用。１５節 工事請負費 ２６６４万円。土木工事を８か所・舗装工事を６

か所予定。１７節 公有財産購入費 ６７万２０００円。土地購入費は、現在道営事業で実施

しております町道美宇若園線の農道保全対策事業に伴い、町単独費で行わなければならない町

道美宇若園線道路用地の測量に伴う道路用地購入費で、９件の地権者から１万１１９５平方メ

ートルを購入するもの。７８ページに移ります。３目 道路新設改良費 １億９６３万１００

０円。道路の改築、橋梁の補修や改良舗装工事に係る経費を計上しております。１５節 工
事請負費 ７８５０万円。道路改良舗装工事は、共栄４号線に係る舗装工事。橋梁長寿命化

修繕工事は、太陽久米白井線太陽１号橋の継続。里平太陽線陽成橋、泉神社大森線泉橋、

節婦水源地線節婦１号橋、同じく節婦２号橋に係る橋面防水、舗装の打ち換え等の工事を

実施。新冠市街地線１号支線道路改良工事は、本年度分の４０メートルの改良と１４０メ

ートルの舗装を予定しております。７９ページに移ります。２項 河川費 １目 河川総務費 
２７８１万４０００円。１２節 役務費 ３３７万４０００円。河川水質検査手数料 ３３万

５０００円は、比宇川３か所を年２回、浦里・トマチャナイ川を年４回、元神部・アクマ

ップ・里平・芽呂川を年１回水質検査を行うもの。河川支障木伐採手数料 ３０３万９００

０円は、河川の適切な維持・管理のため、支障木を伐採及び処理するもの。１３節 委託料 
１３６万１０００円。河川管理業務委託料は、主なものとして芽呂川拓光橋下流左岸管理

道路用地測量業務委託で、異常出水による越水対策として、管理道路の嵩上げに伴い必要

な用地を確定するために行うもの。１４節 使用料及び賃借料 ６３２万４０００円。重機

借上料 ６３０万円は、里平川立桶地先河床掘削他１５か所を予定。１５節 工事請負費 １
６２２万円。比宇川平山地先河床洗掘防止対策工事他７箇所の工事を予定しております。

３項 住宅費 １目 住宅管理費 ２５８８万９０００円。１節 報酬 ２０万５０００円。町

営住宅入居者選考委員報酬は、町営住宅入居者選考委員８名の年４回分を計上。８０ペー

ジに移ります。１１節 需用費 ５４６万円。修繕料 ５１０万円の主なものは、公営住宅に

係る外部・建具・設備・塗装等の修繕料を計上。１３節 委託料 ２２１万２０００円。町

営住宅用地草刈業務委託料は、節婦ふれあいタウン・ゆとりの・東栄団地に係る草刈りを

年３回委託。１５節 工事請負費 １５４万円。町営住宅周辺整備工事は、汐見団地高波防
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護柵補修工事を継続的に支柱の入替え、板の張替え等を実施。１８節 備品購入費 １３５

万５０００円は、住宅用火災警報器を年次計画により更新しているもので、今年度２０９

個を計画しております。１９節 負担金補助及び交付金 １０００万円は、住宅リフォーム

助成金で、省エネ改修・バリアフリー改修・耐震改修工事等に対し５０％、１００万円を

限度として補助するもので、１０件分を計上しております。２目 住宅建設費 ３８５７万

円。８１ページに移ります。１５節 工事請負費 ２２１３万２０００円。公営住宅改修工

事は、節婦ふれあいタウン１棟４戸に係るユニットバスの設置、台所回り、トイレ等の改

修工事を実施するもの。４項 下水道費 １目 下水道整備費 １億４７２万円。２８節 繰出

金 は、下水道事業特別会計で説明いたします。８２ページに移ります。 
８款 消防費 １項 消防費 １目 常備消防費 ２億１７８６万円。日高中部消防組合本部

経費及び新冠支署経費を計上しております。支署経費において、年次計画の５年目になり

ます小型動力ポンプ１台とホース４０本を更新いたします。２目 災害対策費 ８７９万５

０００円。１１節 需用費 １３９万４０００円。消耗品費 ７７万２０００円の中で、災害

用非常食カンパン、ビスケット、水の購入費を計上。１２節 役務費 ２６２万４０００円。

通信運搬費 ２０５万８０００円は、防災無線電話に係る電波使用料及び衛星携帯・雨量観

測システム電話料、エリアメール利用料。また、災害対策費用保険料は、避難準備・勧告

等を発令した際に係る費用を補填する制度に加入するもので、係る保険料を計上しており

ます。１３節 委託料 ４２３万５０００円。避難路維持管理委託料は、東町避難路・節婦

避難路の管理委託料。泊津高台避難場所草刈委託料は、墓地裏、高台避難場所の草刈り６

６０平米を委託するもの。防災無線設備保守点検委託料は、今年度は通常の保守点検を実

施するもの。１４節 使用料及び賃借料 ４５万９０００円の中で、重機借上料２９万７０

００円及び草刈等車輌借上料１５万円は、ヘリポートに係る管理経費。８３ページに移り

ます。 
９款 教育費 １項 教育総務費 １目 教育委員会費 １７１万９０００円。教育委員に係

る経常経費。２目 事務局費 １億２３６９万７０００円。１節 報酬 ７６７万円。奨学審

議委員会委員、学校医に対する報酬及び外国語指導助手報酬などを計上しているものです

が、今年度からこれまでの学校評議員制度を学校運営協議会制度に改め、学校と地域住民・

保護者が連携し、学校の運営に取り組むことが可能となるコミュニティ・スクールを導入

します。２節 給料 ２８２９万３０００円の中には、朝日小学校の複式学級の解消のため

の教員２名の給料を計上しております。８４ページに移ります。７節 賃金 ８１１万２０

００円。臨時教職員賃金 ３７４万８０００円は、新冠中学校の学級数の減少を解消するため

の臨時教職員１名分を計上しております。８節 報償費 ２７万２０００円。町立学校あり方

検討委員謝礼 １９万２０００円は、少子化及び学校施設の老朽化に鑑み、将来的な学校環

境整備を進めるにあたり町立学校の適正規模、適正配置及び施設整備のあり方を検討する

委員会を今年度設置するもので、学校長、教頭、ＰＴＡ、社会教育委員、地域住民等によ

り年５回の会議を予定しているもの。１１節 需用費 ９７万９０００円。事務局用消耗品
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のほか、教育賞・教育奨励賞及び農水新冠賞に関する経費を計上しております。１４節 使
用料及び賃借料 １３２万円は、外国語指導助手２名に係る住宅借上げ料を計上しておりま

す。１８節 備品購入費 ５７万７０００円。車両購入費は、昨年度備荒資金組合の資金を

借入し購入した事務局用公用車に係る返済金で、５年間で返済するものです。外国語指導

助手住宅用備品購入費は、老朽化した家具等住宅用備品の購入費を計上。教職員働き方改

革備品購入費は、教職員の出退勤管理や勤務時間を意識した働き方の推進のための基礎資

料とするために各校に導入するタイムレコーダー３台の購入費です。１９節 負担金補助及

び交付金 ３４２６万３０００円。静内農業高校通学支援負担金 ２３８万６０００円は、

平成３０年度から静内農業高校に通学する生徒を対象に、新ひだか町が運行する静内駅か

ら静内農業高校までの通学バスの運行経費を両町で負担しているもので、当町の利用者は

昨年度同様１６名を見込んでおります。８５ページに移ります。町研究指定校補助金 １０

万円は、新冠町研究指定校設置要綱に基づき、教育の内容・方法について調査研究する目

的で毎年１校を指定しているものです。教育振興補助金 ４６万円は、部活動の大会参加経

費補助及び漢字検定、英語検定の検定料の半額を助成する経費を計上。町教育研究協議会

補助金 ８０万円は、やまぶどうの発行のほか、町内小中学校の教職員が教科別の部会で研

修や研究を実施する経費に対する補助金。２１節 貸付金 １３６９万２０００円は、奨学

金の貸付金で継続者２０名、新規５名分を見込んでおります。３目 住宅費 １０２万９０

００円。教員住宅の管理経費に係る関係経費を計上。各住宅に設置している温水ボイラー

が設置から２０年以上経過していることから、今年度から年次計画により更新することと

しております。４目 児童生徒輸送費 ４７１３万１０００円。スクールバス７台の運行に

係る関係経費を計上。１１節 需用費 ９８２万８０００円。消耗品費の主なものは、スク

ールバス用夏・冬タイヤの購入費を計上。修繕料の主なものは、スクールバスの車検及び

定期点検に係る整備費を計上。８６ページに移ります。１３節 委託料 ３６０４万３００

０円は、スクールバス運行委託料及びスクールバス待合所管理委託料等を計上しておりま

す。１４節 使用料及び賃借料 ２４万３０００円。児童生徒輸送用バス借上料は、中体連

地区大会・ブロック大会出場に係る民間バス借上料で、大会当日、登校日のためスクール

バスを利用できないことから借り上げるもの。２項 小学校費 １目 学校管理費 ６４７６

万円。小学校２校に係る経常経費及び学校配分予算などを計上しております。７節 賃金 ２
２１２万円。学校公務補、事務生、支援員賃金の内、発達障害等の児童に対する学習補助

や生活面での支援を行う支援員６名分の賃金を計上しております。１１節 需用費 ２１１

１万５０００円。消耗品費 ５７９万２０００円の中で、学校配分消耗予算のほか、学校プ

ールに係る消耗品を計上しております。修繕料 １３８万４０００円の中で、新冠小学校玄

関上部外壁補修、年次計画の最終年になります朝日小学校の網戸改修等を予定しておりま

す。８７ページに入ります。１３節 委託料 １０１８万２０００円。各小学校に係る管理

運営委託料として、ガラス清掃、ワックス塗装、夜間警備・スケートリンク・プール・遊

具定期点検等の委託料を計上。また、学校検診等委託料は、歯科・耳鼻科・眼科・内科・
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就学時心電図検診を委託するもの。８８ページに移ります。１５節 工事請負費 朝日小学

校トイレ改修工事は、特別支援学級入級児童のトイレトレーニングのために職員用トイレ

を改修するもので、洗浄便座付洋式トイレに改修するほかトイレブースの取替、手すりの

取り付け、換気扇の交換を予定しております。１６節 原材料費 ２０万８０００円は、新

冠小学校図書室の図書の日焼けを防止するため、ガラスに貼る紫外線防止フィルムのほか

両小学校に教員用更衣室がないことから簡易的な着替え室を制作するための材料及びカー

テン等の購入費を計上しております。１８節 備品購入費 １８５万７０００円。学校管理

用備品購入費は、学校配分予算のほか、新冠小学校児童用机１４台・椅子１９脚、朝日小

学校教育用マレット・スティックセット、特別支援学級用算数教材等の購入費。２目 教育

振興費 ２２３万２０００円。１８節 備品購入費 ７３万３０００円。債務負担は、学習指

導要領の改訂により、小学校において新たにプログラミング教育が位置付けられたことに

対応するため、昨年度備荒資金組合から資金借入し、タブレット型パソコンを新冠小１３

台、朝日小に７台のほかプリンター、無線ＬＡＮボード等を購入したもので、５年間で返

済するもの。２０節 扶助費 １４９万９０００円。要保護準要保護児童学用品費 １４１万

７０００円は、要保護・準要保護児童に対する学用品費、通学用品費、修学援助費、体育

実技用具費、新入学用品費、校外活動費、ＰＴＡ会費を計上しております。３項 中学校費  
１目 学校管理費 ３８９８万円。中学校に係る経常経費及び学校配分予算などを計上して

おります。７節 賃金 １１６５万７０００円。学校公務補、事務生、支援員賃金の内、発

達障害等の生徒に対する学習補助や生活面での支援を行う支援員賃金を３名分計上してお

ります。８９ページに移ります。１１節 需用費 １６４７万９０００円。修繕料 １８０万

４０００円中で、教室の床タイルのはがれに係る補修を毎年度２教室ずつ年次計画で実施

しております。１３節 委託料 ３９７万９０００円。施設に係る管理運営委託料として、

ばい煙測定、ガラス清掃、ワックス塗装、夜間警備・校内草刈り・遊具定期点検等の委託

料を計上。また、学校検診等委託料は、歯科・眼科・内科・心電図検診を委託するもの。

９０ページに移ります。１４節 使用料及び賃借料 １０８万４０００円の中で、ＯＡ機器

借上料１１万４０００円は、今年度、全国学力・学習状況調査の英語において３年に１度

となるパソコンを使用した「話す事」の調査が実施されますが、一定以上の条件のパソコ

ンを必要とすることから、業者からの借上げにより対応するもの。柔道着借上料 １６万１

０００円は、武道の必修科目として柔道を取り入れているもので、柔道着をレンタルする

もの。１６節 原材料費 ５万５０００円は、小学校同様、教員用着替え室を制作するため

の材料等の購入費を計上。１８節 備品購入費 ２４６万１０００円。学校管理用備品購入

費は、学校配分予算のほか、生徒用机イス７組、卓球用防球フェンス１６台、吹奏楽用備

品としてテナーサックス、フレンチホルン等を購入するもの。２目 教育振興費 ２０４万

１０００円。２０節 扶助費 要保護準要保護生徒学用品費 １９７万円は、要保護・準要保

護生徒に対する学用品費、通学用品費、修学援助費、新入学用品費、校外活動費、ＰＴＡ

会費の給付に係る費用を計上。４項 認定こども園費 １目 認定こども園費 ２億１９７７
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万６０００円。９１ページに移ります。８節 報償費 ４１万３０００円。劇団公演料 ７万

６０００円は、３歳児以上を対象とした人形劇鑑賞を予定。講師謝礼 ３３万７０００円は、

職員研修における講師の謝礼で、縄跳び及び鍵盤ハーモニカの実技研修をそれぞれ５回予

定しております。１１節 需用費 １２１４万８０００円。賄材料費 ５万７０００円は、宿

泊保育に係る賄材料費を計上。修繕料 ８０万６０００円は、建具の補修のほか、教室等の

戸車・鍵・レールの年次計画による補修及び通園バスに係る車検整備料等を計上しており

ます。９２ページに移ります。１３節 委託料 ４５０４万７０００円。児童健康診断委託

料は、内科・歯科検診の委託料。給食業務委託料は、園児及び職員に係る給食調理業務の

委託料。通園バス運行業務委託料は、年間２９２日の運行に係る委託料。認定こども園園

庭遊具点検業務委託料は、開園から５年以上が経過したことから遊具の点検を実施するも

の。１８節 備品購入費 は、不足している園児用のテーブル付き椅子３脚を購入するもの。

９３ページに移ります。５項 社会教育費 １目 社会教育総務費 ９３０６万９０００円。

子ども達の健全育成と町民を対象とした生涯学習に係る予算を計上しております。８節 報
償費 ２７万５０００円。いきいき大学講師謝礼 ５万５０００円は、高齢者が新しい知識

や技術を学習し、健康で豊かな老後を求めることができるよう、年間７回フラワーアレン

ジ講座などの合同学習や社会見学を実施するもので、係る講師謝礼を計上。生涯学習講座

講師謝礼 １７万円は、うるおいと充実のある生活を進めるため、趣味と教養を身につける

ことのできる講座を開設しているもので、楽器体験講座のほか、成人対象４講座を予定し

ております。９４ページに移ります。１３節 委託料 ３２１万５０００円。プラスワンセ

ミナー講演講師委託料は、多種・多様なテーマを設定し生涯学習の機会を提供するもので、

本年度も著名な講師の招聘を予定しております。講師派遣等委託料、昭和音楽大学から講

師を招き、音楽体験・交流事業を行うもので、新冠中学校吹奏楽部を対象に吹奏楽クリニ

ックのほか、アウトリーチコンサート、パートナーシップコンサート等を実施するもの。

１９節 負担金補助及び交付金 ４６９万４０００円。レ・コード館ジュニアジャズバンド

運営委員会補助金 ５５万円は、小学校３年生から中学校３年生までで結成されている同バ

ンドの運営費補助金となっており、平成３０年度よりプロによる指導から町内の音楽団体

による指導へと体制の見直しを図っております。文化振興施設運営補助金 ７０万円は、町

内に存在する美術館等の文化振興施設の日常の維持管理を行うものに対し奨励金を交付す

ることで施設の充実かつ文化の振興及び町の活性化を図るもので、美術館等の施設に係る

固定資産税の２分の１を交付するもの。町文化協会補助金 ２７７万３０００円は、今年度

文化協会創立５０周年を迎えることに伴い記念誌発行に係る費用を増額しております。２

目 レ・コード館事業推進費 ６８６０万４０００円。９節 旅費 ３４万２０００円は、札

幌市資料館、豊平館、センチュリーロイヤルホテルでの出張レコードコンサートのほか、

今年度は石川県金沢市の金沢蓄音機館に職員を派遣する旅費を計上しております。９５ペ

ージに移ります。１１節 需用費 ２１８６万５０００円。消耗品費 ２３４万９０００円の

主なものは、レコード保存用内袋・外袋及び、告知用看板、施設内のＬＥＤ電球の購入費
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を計上。修繕料 １６１万７０００円の主なものは、小破修繕料のほか冷温水器冷媒ポンプ

交換に係る修繕料を計上しております。９６ページに移ります。１４節 使用料及び賃借料 
１４２万７０００円。音楽著作権料 ３万３０００円は、開館当初より実施しているレコー

ドコンサートにおいて、平成３０年度より著作権料を求められたことから計上するもの。

１５節 工事請負費 レ・コード館非常電源改修工事は、停電時、非常用電源が作動します

が、一般用電源として利用できないことから、テレビの視聴や携帯電話の充電などが可能

となるよう改修を行うもの。１８節 備品購入費 ２５９万８０００円。レ･コード館備品購

入費は、平成３０年度に購入した印刷機に係る備荒資金組合への償還金のほか、停電時に

備えたポータブル式灯油ストーブ２台の購入費を計上しております。社会教育備品購入費

は、平成２８年度に購入したグランドピアノに係る備考資金組合への償還金を計上。３目 
図書費 １３８５万９０００円。１１節 需用費 １９３万９０００円。消耗品費 １７０万

９０００円の主なものは、新聞、定期購読雑誌の購入及びブックスタート事業、セカンド

ブックプレゼント事業等図書プラザ事業に係る消耗品、ボランティアサークル活動支援材

料費の購入費のほか、今年度は移動図書館車のタイヤ購入費を計上しております。９７ペ

ージに移ります。１８節 備品購入費 ３７３万７０００円。図書購入費は、２５００冊の

購入を予定しております。４目 青少年育成費 １１５５万５０００円。８節 報償費 １６

１万９０００円。報償金 １５５万９０００円は、主に放課後子ども教室に係る安全管理

員・学習支援員に係る報償費。講師等謝礼６万円は、自然体験教室に係る講師謝金。１３

節 委託料 ２９５万円。公演開催業務委託料は、町内の小学生を対象とした児童劇を開催

するもの。少年国内研修交流事業委託料は、小学６年生と中学１年生の２０名が沖縄県で

自然・文化に接するなど様々な体験と、金武町中川区子ども会との相互交流を行うもの。

９８ページに移ります。１９節 負担金補助及び交付金 １４８万３０００円。通学合宿実

行委員会交付金 １６万円は、青年の家を会場に町内の小学生４から５年生を対象に４泊５

日の合宿を開催するほか、年４回の自然体験教室事業に係る補助金。５目 郷土資料館費 １
４１万２０００円。郷土資料館の運営管理に係る経費を計上。８節 報償費 １万５０００

円は、ふるさとの昔を紐解く、海辺の生き物を発見しよう、判官館の野鳥を知ろうの３事

業に係る講師謝礼を計上しております。６目 青年の家費 ８４０万５０００円。青年の家

施設管理に係る経費を計上しております。９９ページに移ります。１１節 需用費 ２５３

万２０００円。修繕料 ３０万円は、照明器具の交換、乗用草刈り機の修繕等を行うもの。

１２節 役務費 ７８万７０００円。手数料 ６０万円の中で主なものは、寝具のクリーニン

グ代となっております。７目 町民センター費 ５３７万７０００円。町民センターの施設

管理に係る経費を計上しております。１００ページに移ります。６項 保健体育費 １目 保
健体育総務費 ３４２２万１０００円。スポーツ教室等に係る費用と町体育協会等、社会体

育団体への補助金を計上しております。１節 報酬 ２７万６０００円は、スポーツ推進委

員５名の活動に係る報酬で、今年度スポーツ推進委員主導のスポーツ教室の開催を予定し

ております。１０１ページに移ります。８節 報償費 ３４万１０００円。ジュニア水泳教
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室、さわやか運動教室・乗馬教室など１５教室に係る講師謝礼を計上。１８節 備品購入費 
６万２０００円は、スポーツ教室用備品としてストレッチローラー１０個の購入費を計上

しております。２目 体育施設費 １１６７万７０００円。スポーツセンター・町民グラン

ド・テニスコート・節婦体育館の管理運営経費を計上しております。１１節 需用費 ６３

６万３０００円。修繕料 ４７万円の中で、町民グランド内野部の水はけが悪い箇所の表層

土を１０センチメートル程漉きとり、暗渠材のかきおこしを実施することとしております。

１３節 委託料 ４４９万２０００円。町民グランド整備委託料は、グランドの不陸整正を

行うもの。スポーツセンター管理業務託料は、土曜日の夜間及び日曜・祝日の管理を委託

するもの。１０２ページに移ります。１８節 備品購入費 は、町民グランドのバックネッ

トに設置しているサイレンを更新するもの。９款 教育費 ７項 学校給食費 １目 学校給食

費 ５５８４万６０００円。１１節 需用費 ３３３２万８０００円。消耗品費 ２３５万８

０００円は、学校配分予算のほか、食中毒対策用消耗品、食器の更新等の予算を計上して

おります。給食材料費 ２７７７万７０００円は、月額４２００円、中学校は月額５０００

円の食材購入のほか、これまで補助金として交付していた、ふるさと給食についても計上

しているもの。１３節 委託料 ２２０２万４０００円。給食業務委託料は、３校分の調理

に係る人件費等を計上。１０３ページに移ります。 
１０款 災害復旧費 １項 公共土木施設災害復旧費 １目 現年発生災害復旧費 ５０００

円。災害復旧促進協会負担金です。 
１１款 公債費 １項 公債費 １目 元金 ７億３５７６万５０００円。本年度の起債償還

に係る元金で、前年度対比５５２０万円の減となっております。２目 利子 ３５８６万８

０００円．起債償還に係る利子で、利子については長期金利の利率の減少により前年度対

比９４８万２０００円の減となっております。 
１２款 予備費 １項 予備費 １目 予備費 ３００万円。予備費は、予算外の支出や予算

を超過した際充当する目的外予算でありますが３００万円を計上しております。 
次に、歳入に入りますので、１３ページをお開き願います。 
１款 町税 １項 町民税 １目 個人 ２億４６１６万８０００円。１節 現年課税分 ２億

４１５９万円。前年度対比８６４万１０００円の増。平成３０年度決算見込み額で算出を

しております。所得割において、一部業種が好調であった事を考慮し、前年度対比３．７％

増を見込み算定しております。２目 法人 ５１６１万９０００円。１節 現年課税分 ５１

４８万９０００円。前年度対比１８９万７０００円の減。平成３０年度決算見込み額で算

出しております。均等割については２４２事業所、法人税割については９０事業所を対象

に算出しております。２項 固定資産税 １目 固定資産税 ３億１５３６万４０００円。１

節 現年課税分 ３億１２６５万１０００円。前年度対比６６９万２０００円の減。土地、

家屋については、平成３０年度の傾向を勘案し、前年度対比０．３％の減。一般の償却資

産につきましては、資産の減価償却及び新規導入等の傾向によりほぼ同額。また、大規模

償却資産については、減河償却により前年度対比５．３％の減で算出をしております。２
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目 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 ８６０万円。前年度対比１千円の減は、北海

道財務局の算定標準額が減額となった事によるもの。１４ページに移ります。３項 軽自動

車税 １目 軽自動車税 １６６２万５０００円。１節 現年課税分 １６５７万円。前年度対

比１３４万８０００円の増。軽自動車税については、前年度対比４９万８０００円増額の

１５７２万円を計上しておりますが、平成２７年度以降の税制改正によるもので、平成３

０年度実績により軽課、重課の判定をし、税額を算定しているものであります。また、本

年１０月より、自動車取得税の廃止による環境性能割が導入されますが、軽自動車税に係

るものは市町村課税となることから新たに８５万円を予算計上し、現年課税分が増額とな

っております。４項 市町村たばこ税 １目 市町村たばこ税 ２６１１万１０００円。平成

３０年度実績により算出した結果、前年度対比１５．３％、４７３万４０００円の減とな

っております。５項 入湯税 １目 入湯税 １３３０万９０００円。平成３０年度の決算見

込み額に過去３年間の対前年比率の平均９５％で算出しております。 
２款 地方譲与税 １項 地方揮発油譲与税 １目 地方揮発油譲与税 ２１５６万円。揮発

油譲与税の１００分の４２に相当する額が市町村に交付されるもの。予算額は、平成３０

年度決算見込額に地方財政計画による前年対比９８％を乗じて計算をしております。１５

ページに移ります。２項 自動車重量譲与税 １目 自動車重量譲与税 ５４０６万円。自動

車重量税の３分の１に相当する額が市町村に交付されるもの。平成３０年度決算見込額に

地方財政計画により前年対比１０２％を乗じて計算しております。 
３款 利子割交付金 １項 利子割交付金 １目 利子割交付金 １０３万５０００円。都道

府県に納付された利子割に相当する額に、政令で定める率を乗じて得た額の５分の３を按

分して交付されるもので、予算額は平成３０年度決算見込額に地方財政計画により前年対

比１１５％を乗じて計上しております。 
４款 配当割交付金 １項 配当割交付金 １目 配当割交付金 １５４万円。道に納入され

た道民税の配当割額に、政令で定める率を乗じて得た額の５分の３を按分し交付されるも

ので、予算額は平成３０年度決算見込額に地方財政計画により前年対比１１０％を乗じて

計上しております。 
５款 株式等譲渡所得割交付金 １項 株式等譲渡所得割交付金 １目 株式等譲渡所得割

交付金 ９８万円。道に納入された株式譲渡所得割額に相当する額に、政令で定める率を乗

じて得た額の５分の３を按分し交付されるもの。予算額は、平成３０年度決算見込額に地

方財政計画により前年対比９８％を乗じて計上しております。１６ページに移ります。 
６款 地方消費税交付金 １項 地方消費税交付金 １目 地方消費税交付金 １億１２０７

万９０００円。消費税は国６．３％、地方１．７％で徴収され、地方分の２分の１が都道

府県、残りの２分の１が市町村に人口と消費額の割合で交付されるもの。１０月から１０％

へ増税となりますが、予算額については、地方財政計画により平成３０年度決算見込額に

前年対比１０３％を乗じて計上しております。 
７款 自動車取得税交付金 １項 自動車取得税交付金 １目 自動車取得税交付金 ８３２
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万円。道に納付された自動車取得税の６６．５％が交付されるもので、２分の１を市町村

の道路の延長、残り２分の１が面積割で按分して交付されるもので、１０月からは環境性

能割交付金に移行することから、予算額は地方財政計画により平成３０年度決算見込額に

前年対比５２％を乗じて計上しております。２項 環境性能割交付金 １目 環境性能割交付

金 ５００万円。自動車取得税の廃止に伴い、本年１０月から地方税として道に納付される

環境性能割の４７％が市町村に交付されるものでありますが、現時点では予測がつかない

ことでありますので、取得税交付金の目減り分を考慮し５００万円を計上しております。 
８款 地方特例交付金 １項 地方特例交付金 １目 地方特例交付金 ２６０万３０００円。

平成１１年度、恒久的な減税の実施に際し、地方税の減収額の一部を補てんするために創

設されたもので、平成２９年度決算見込額に地方財政計画により前年度対比１２９％を乗

じて計算をしております。１７ページに移ります。 
９款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付税 ２６億円。町税の増収及び起債償

還額の減少を見込みながら昨年度交付された実績を考慮し、前年度対比１．６％減で見込

んでおります。 
１０款 交通安全対策特別交付金 １項 交通安全対策特別交付金 １目 交通安全対策特

別交付金 ８０万円。道路交通法の反則金の収入相当額等から取扱い手数料等を控除した額

を地方公共団体における道路交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるため国か

ら地方公共団体に対し交付されるもの。予算額は、平成３０年度決算見込額同額を計上し

ております。 
１１款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 民生費負担金 １６４万８０００円。日高

町の養護老人ホーム入所者の個人負担金及びこども発達支援センターあおぞらにおける児

童デイサービスを利用する日高町の負担金。２目 教育費負担金 ２１５２万８０００円。

認定こども園に係る保育料及び預かり保育料。１８ページに移ります。 
１２款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 総務使用料 ３１万６０００円。有償旅客自

動車運送事業運賃は、西新冠地区予約運行方式運営事業及び新冠町コミュニティバス運営事業に係

る利用者運賃。２目 民生使用料 ２３３万１０００円。生活館使用料 ８万１０００円は、生

活館１１施設に係る使用料及び集会施設使用料３５万円は、本町多目的交流センター他１

６施設に係る使用料。高齢者共同生活施設居室使用料 １２６万円は、あいあい荘に入居す

る居室使用料。老人憩の家入浴施設使用料 ６４万円は、憩の家の風呂を利用する方の入浴料

で１人１００円を徴収しております。３目 衛生使用料 ６２万６０００円。主に火葬場使用

料。４目 農林水産業使用料 １３３１万４０００円。１節 牧野使用料 １１２６万７００

０円は町有牧野使用料で、乳用種２６０頭、肉用種４０頭を見込んでおります。２節 林業

使用料 ２０４万７０００円は、判官舘森林公園のバンガロー及びテントの使用料。５目 商
工使用料 ２５８万円。道の駅の民間店舗に係る施設使用料及び西泊津ヒルズパークゴルフ場使

用料を計上。６目 土木使用料 ７２９３万９０００円。１節 土木使用料 １７２万１０００

円は、町道敷地占用料及び河川敷地に係る使用料。２節 住宅使用料 ７１２１万８０００
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円は、公営住宅及び駐車場使用料。７目 教育使用料 ３７３万２０００円。各施設とも平

成３０年実績見込みにより計上しております。１９ページに移ります。２項 手数料 １目 
総務手数料 ３０３万３０００円。戸籍及び住民登録関係手数料及び諸証明手数料でありま

す。２目 民生手数料 ３３９万５０００円。ふれあい夕食に係る利用者の負担分。３目 衛
生手数料 １４８６万９０００円。１節 環境衛生手数料 ２０万８０００円は、狂犬病予防

注射済票交付手数料として３１３頭分の１７万２０００円。犬の登録手数料として１２頭

分の３万６０００円を計上。２節 清掃手数料 １４６６万１０００円は、主に小動物焼却

手数料として４２０頭１９６万円。ゴミ収集運搬手数料として燃やせるゴミほか１万６７

００袋分の１２６３万８０００円を計上。４目 農林水産業手数料 １４万７０００円。農

業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料は、過去３年間の平均により算出。５目 土木手数

料 １０００円。地籍図及び地籍簿等の閲覧及び交付手数料。２０ページに移ります。 
１３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金 １億８８５０万３０００

円。１節 社会福祉費国庫負担金 １億３２４１万８０００円。国民健康保険基盤安定費負

担金 ７５５万６０００円は、国保税の軽減分について、一般会計からの繰り入れに対し、

保険者支援分として繰入額の２分の１を国が負担するもの。自立支援医療費更正医療負担金 
１４０８万円は、障害者の社会活動への参加を援助するために行われる医療で、人工透析や

腎臓、肝臓機能障害ほか７項目の障害種別に係る医療が対象となり、対象経費の２分の１を

国が負担するもの。介護給付・訓練等給付費負担金 １億６万１０００円は、障がい者総合

支援法に基づいて提供される障害福祉サービスに係る国庫負担金で、利用者負担額を除い

た額に２分の１を国が負担するもの。障がい児通所給付費等負担金 ７８９万８０００円は、

主に新冠町こども発達支援センターあおぞらが行う障がい児通所支援事業に係る国庫負担

金で、２分の１を国が負担するもの。２節 児童福祉費国庫負担金 ５３０８万５０００円。

児童手当国庫負担金 ５１０４万４０００円は、児童手当に係る国庫負担金。施設型給付費

国庫負担金 ２０４万１０００円は、静内幼稚園、マーガレット認定こども園に通う保護者

に対して施設型給付費として町が負担するもので、これに対する国庫負担金。２目 衛生費

国庫負担金 １８万２０００円。感染症予防事業費等国庫負担金は、乳がん、子宮がん検診に係

る国庫負担金。２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金 ６７０万３０００円。１節 総務

管理費国庫補助金 １６１万６０００円は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、

国のサーバー等の更新に伴う負担額の増額分に対する国庫補助で、人口割により補助金が

交付されます。２節 企画費国庫補助金 ３８７万５０００円、地域内公共交通確保維持改

善事業補助金は、西新冠地区予約運行方式運営事業に対する国庫補助金。３節 戸籍住民基

本台帳費国庫補助金 １２１万２０００円は、地方公共団体情報システム機構が行う番号カ

ード交付事務に対する国庫補助金。２目 民生費国庫補助金 ５６８万６０００円。１節 社
会福祉費国庫補助金 １６９万７０００円。地域生活支援事業費等補助金は、障がい児・障

がい者における日常生活用具給付事業ほか４事業に対する国庫補助金。２節 児童福祉費国

庫補助金 ３９８万９０００円。子ども・子育て支援交付金 ３９３万２０００円は、支援
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センターが実施する地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業等に対する国庫補助金。２

１ページに移ります。３目 衛生費国庫補助金 ６７万５０００円。合併処理浄化槽設置に

対する国庫補助金。４目 農林水産業費国庫補助金 １３４８万５０００円。町営牧野に導

入する哺育牛舎及び哺乳ロボットに対する国庫補助金。５目 土木費国庫補助金 ６３１２

万３０００円。１節 道路橋梁費国庫補助金 ４７０８万４０００円。防災・安全社会資本

整備交付金 ３６８７万６０００円は、橋梁長寿命化修繕工事に対する補助金。社会資本整

備総合交付金 １０２０万８０００円は、町民センター裏のメロディー大橋からゆうあい天

馬までの堤防の新冠市街地線１号支線に係る改良及び舗装工事に係る補助金。２節 住宅費

国庫補助金 １６０３万９０００円は、住宅リフォーム助成金、節婦ふれあいタウン改修工

事、汐見団地解体撤去工事等に係る補助金。６目 教育費国庫補助金 １５万円。１節 小学

校費国庫補助金 ５万７０００円及び ２節 中学校費国庫補助金 ９万３０００円の中で就

学援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金は、要保護児童生徒に対する修学旅行費及び

特別教育就学奨励費に対し２分の１国庫補助があるもの。へき地児童生徒援助費補助金は、

小・中ともに１年生を対象とする心臓検診に係る国庫補助金。３項 国庫委託金 １目 総務

費国庫委託金 ７８３万４０００円。１節 総務管理費国庫委託金 １９万６０００円。中長

期在留者住居地届出等事務委託費交付金 １７万５０００円は、在留外国人の届出等に関す

る事務費として届出件数の実績により交付されるもの。２節 選挙費国庫委託金 ７６３万

８０００円は、参議院議員通常選挙に係るもの。２目 民生費国庫委託金 ２７８万９００

０円。１節 社会福祉費国庫委託金 ２７７万８０００円は、年金業務の受付け相談業務等

の交付金。２節 児童福祉費国庫委託金 １万１０００円は、特別児童扶養手当事務に対し

て交付されるもの。２２ページに移ります。 
１４款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生費道負担金 １億１０８３万２０００円。１

節 社会福祉費道負担金 ９８３７万４０００円。国民健康保険基盤安定費負担金 ２０３６

万６０００円は、国保税の軽減分について補助されるもの。自立支援医療費更生医療負担

金 ７０４万円は、障がい者の社会活動への参加を援助するための医療に係るもの。介護給

付・訓練等給付費負担金 ５００３万円は、障がい者総合支援法に基づいて提供される障が

い福祉サービスに係る負担金。後期高齢者医療基盤安定費負担金 １５５７万８０００円は、

保険料の軽減分について道が負担するもの。障がい児通所給付費等負担金 ３９４万９００

０円は、主に新冠町こども発達支援センターあおぞらの行う障害児通所支援事業に対する

もの。２節 児童福祉費道負担金 １２４５万８００００円は、児童手当に係る負担金。２

項 道補助金 １目 総務費道補助金 ６４６万７０００円。民有林造林事業費補助金は、町

有林間伐人工造林下刈りに対する補助金。２目 民生費道補助金 ２５６５万円。１節 社会

福祉費道補助金 １８２１万３０００円。地域生活支援事業費等補助金 ８４万８０００円

は、コミュニケーション支援、移動支援、日中一時支援、日常生活用具給付事業、障がい

者の移送サービス事業に対する道補助金。民生委員活動費補助金 １２３万９０００円は２

１名分。重度心身障害者医療給付事業費補助金 ５７４万５０００円は、医療費に対するも
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の。生活館運営費補助金 ４５９万６０００円は、運営費の内、需用費・役務費等補助対象

経費の４分の３が交付されるもの。２３ページに移ります。２節 児童福祉費道補助金 ７
４３万７０００円。施設型給付費道負担金 １４８万円は、私立幼稚園等に対し、教育・保

育の費用を町が負担しますが、これに対する道負担金。子ども・子育て支援交付金 ３９３

万２０００円は、支援センターが実施する地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業等に

対する道補助金。３目 衛生費道補助金 １１１万７０００円。健康増進事業費補助金 ７７

万７０００円は、健康相談・健康教育等の事業に対する道補助金。妊産婦安心出産支援事

業費道補助金 ３４万円は、妊婦健診交通費助成金、出産時宿泊費助成金に対し交付される

もの。４目 農林水産業費道補助金 ６０６１万円。１節 農業費道補助金 ２８３７万６０

００円。農業委員会等活動促進事業費交付金 ３２２万９０００円は、農業委員会の事務の

処理を遂行するための補助金。多面的機能支払事業補助金 ４９８万２０００円は、組織を

つくり地域内の農業者が共同で農業・農村の機能維持に取組む活動を支援するもので、比

宇川流域環境保全会と里平地区・水・環境保全会が対象。経営所得安定対策推進事業補助

金 １１８万４０００円は、申請書受け付け等を新冠町農業再生協議会が行っておりますが、

その事務経費に対して支払われるもの。農業次世代人材投資事業道補助金 １１２５万円。

新規就農者で、就農後５年以内の経営の安定確保を図ることを目的に給付金が給付される

もので、歳出同額を道から補助されるもの。２節 林業費道補助金 ３２１１万円。未来に

つなぐ森づくり推進事業補助金 ５３万円は、民有林振興対策事業に対する道補助金。小規

模治山事業補助金 １５００万円は、里平富居の沢小規模治山工事に係るもの。鳥獣被害防

止総合対策事業補助金 １６５８万円は、有害鳥獣駆除対策事業に係る経費。３節 水産業

費道補助金 １２万４０００円は、水産多面的機能発揮対策推進事業費交付金。ホッキ貝の

耕運事業に係る事務費として交付されるもの。５目 教育費道補助金 １４３万４０００円。

放課後こどもプラン補助金は、町民センター及び朝日小学校で実施している放課後子ども

教室に係る道補助金。２４ページに移ります。３項 道委託金 １目 総務費道委託金 １４

２５万８０００円。１節 総務管理費道委託金 ６万３０００円は、国土利用計画法に基づく事

業経費に充てるもの。２節 選挙費道委託金 ５０５万１０００円は、知事・道議選挙に伴う

もの。３節 徴税費道委託金 ７９４万３０００円は、個人道民税の徴収に伴うもの。４節 戸
籍住民基本台帳費道委託金 ７万２０００円は、パスポート発給事務に係るもの。５節 統
計調査費道委託金 １１２万９０００円は、農林業センサス等６統計調査に係るもの。２目 
衛生費道委託金 ４万６０００円は、主に浄化槽設置届出書の受理及び使用開始報告書の作

成提出に係る事務費交付金。３目 農林水産業費道委託金 １５１万４０００円。１節 農業

費道委託金 ９９万９０００円。道営土地改良事業監督等補助業務委託金 ４２万４０００

円は、道営事業で実施される芽呂地区農道保全対策事業及び美宇地区単独営農用水事業に

係る監督等補助業務に対する委託金。新冠地区地すべり防止区域点検業務委託金 ３７万円

は、西泊津、泉、太陽１、２地区に係るもの。２節 林業費道委託金 ４５万２０００円は、

道の権限移譲事務交付金。３節 水産業費道委託金 ６万３０００円は、漁港利用料徴収事
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務委託金。４目 商工費道委託金 ３０００円は、知事が行う事務のうち商工会の決算関係

書類の受理の事務について交付されるもの。５目 土木費道委託金 １０１万９０００円は、

樋門樋管３９基に係る管理委託金。６目 消防費道委託金 ４８万２０００円は、新栄のヘ

リポート給油施設管理委託料。２５ページに移ります。 
１５款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 財産貸付収入 １３１８万９０００円。１節

土地・建物貸付収入 １３１８万８０００円。移住促進住宅貸付収入は、北星町のナナカマ

ドの住宅料。農業支援員住宅貸付収入は、旧太陽小学校教員住宅に係るもの。２目 利子及

び配当金 １７３万７０００円は、配当金及び各基金の利子を計上。２項 財産売払収入 １
目 物品売払収入 ７４４４万８０００円。町有牛売払収入 ５２８８万８０００円は、肥育

牛ほか５２頭の売払い収入。立木売払収入 １９５１万７０００円は、岩清水地区他町有林

の間伐材・立木等の売払い収入。高規格幹線道路建設に伴うホロシリ乗馬クラブの立木売

払い収入を計上。町有牛優良受精卵売払収入 １１６万３０００円は、町の所有する優良受

精卵を和牛改良組合及び酪農振興会へ提供し、自家保留を推進するもの。２目 不動産売払

い収入 ２４０万４０００円は、高規格幹線道路建設に伴うホロシリ乗馬クラブの土地売払

い収入を計上。２６ページに移ります。 
１６款 寄付金 １項 寄付金 １目 一般寄附金 １０００円は科目存置。２目 指定寄附金

１０００万円は、ふるさと納税に係る寄附金。 
１７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 ふるさとづくり基金繰入金 ３８１８万９０００

円。平成３０年度に寄付のあった特典付ふるさと納税の積立金ほかを計上するもの。２目 
減債基金繰入金 １９４５万７０００円は、公債費のうち公有林整備事業債に係る元利償還

金相当額を繰り入れるもの。３目 財政調整基金繰入金 ２億５４００万円は、歳出の財源

調整のため繰り入れるもの。 
１８款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金 ３０００万円は、前年度と同額計上しており

ます。２７ページに移ります。 
１９款 諸収入 １項 延滞金加算金及び過料は、それぞれ科目存置。２項 預金利子 １目

預金利子 １０万円は、平成３０年度実績見込額を計上。３項 貸付金元利収入 １目 アイ

ヌ住宅改良等資金貸付金元利収入 １０９万７０００円は、継続償還者４名に係る元利収入。

２目 北海道労働金庫貸付金元金収入 ５００万円。勤労者の福利厚生及び生活安定のため、

労金に貸付けるものの貸付金の収入。３目 法外援護資金貸付金収入 ７０万円。社会福祉

協議会に貸付ける元金を収入するもの。４目 農業振興資金貸付金収入 ６００万円。平成

２７年ピーマン選果施設整備時に貸付けた９０００万円に対する償還金を計上するもの。

２８ページに移ります。４項 雑入 １目 から ３目 までは科目存置。４目 宝くじ交付金

収入 ２４５万８０００円は、北海道市町村振興協会より、均等割及び人口割により算定さ

れた額が交付されるもの。５目 雑入 ３億７３９０万９０００円。主なものとして、高額

療養費立替分 ２７５万円は、重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療等に係る高額療

養費の立替分。高齢者共同生活施設個人負担金 ７０８万７０００円は、あいあい荘入居者
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の給食費及び光熱水費の個人負担分。２９ページに移ります。給食費個人負担金 ６６０万

６０００円は、教職員及び認定こども園職員に係る給食費個人負担分。新冠町子ども発達

支援センター構成町負担金 ３７８万８０００円は、あおぞらの運営費に対する日高町の負

担金。高規格幹線道路損失補償金 ２億９５２６万１０００円は、高規格幹線道路建設に伴

うホロシリ乗馬クラブの損失補償金で今年度分を計上。介護予防サービス計画費 ４０１万

２０００円は、要介護認定において要支援１または２の判定を受けている方のサービス計

画作成に係る介護保険給付費収入を計上。営農対策協力金 １００万円は、町が行う有害鳥

獣駆除に対し、新冠町農協が協力金として町に支出しているもの。新冠町家畜自衛防疫組

合事務取扱負担金 １７０万円は、自防組合の事務局を町が受託するにあたり、臨時職員の

賃金・社会保険・雇用保険の８割程度を負担いただくもの。３０ページに移ります。５項

受託事業収入 １目 受託事業収入 ５７３７万８０００円。介護予防地域支援事業受託事業

収入 ３８１２万８０００円は、広域連合から委託される地域支援事業に係る受託事業収入。

後期高齢者医療広域連合受託事業収入 ８９万６０００円は、広域連合が本来実施すべき生

活習慣病の早期発見のための健康診査を町が実施していることに対する収入。和牛センタ

ー預託料 １８３５万４０００円は、年間延べ２万４９７２頭に係る預託料を計上。 
２０款 町債 １項 町債 １目 総務債 から ６目 臨時財政対策債 までの各起債につい

ては、８ページ第３表 地方債で説明いたしましたので省略をさせていただきます。 
以上、議案第１０号 平成３１年度新冠町一般会計予算の提案内容をご説明申し上げま

した。ご審議賜り、原案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（芳住革二君） ご苦労さまでした。提案理由の説明が終わりました。暫時休憩い

たします。再開は１５時３５分といたします。 

 

（１５時２０分） 

（１５時３３分） 
 
○議長（芳住革二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
 
   ◎日程第４ 議案第１１号 平成３１年度新冠町簡易水道事業特別会計予算 

    日程第５ 議案第１２号 平成３１年度新冠町下水道事業特別会計予算 
○議長（芳住革二君） 日程第４ 議案第１１号 平成３１年度新冠町簡易水道事業特別

会計予算 日程第５ 議案第１２号 平成３１年度新冠町下水道事業特別会計予算 以上

２件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。関口建設水道課長。 

○建設水道課長（関口英一君） 議案第１１号 平成３１年度新冠町簡易水道事業特別会

計予算について、提案理由の説明をいたします。１１７ページをお開き下さい。平成３１

年度新冠町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。

歳入歳出予算 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、２億８３０２万４００
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０円に定めようとするものです。第２項 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの

金額は、第１表 歳入歳出予算によるものです。地方債 第２条 地方自治法第２３０条第１

項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、第２表 地方債によるものです。後程説明いたします。一時借入金 第３

条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１億円

と定めるものでございます。地方債 第２条について説明いたしますので、１２０ページを

お開き下さい。第２表 地方債 本年度地方債の借入を起こすものは簡易水道施設整備事業

で、内容としましては美宇地区配水管及び増圧ポンプ場機械・電気設備工事に伴う単独事

業工事を実施するためのものでございます。６１５０万円を限度として借入を起こすもの

です。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりになっております。事項別明細書の

歳出から説明いたします。なお、お手元の配布の資料として予算説明資料、委託料一覧表

及び工事請負費一覧表は、後程ご覧いただくことでよろしくお願いいたします。１２５ペ

ージをお開きください。 
３ 歳出 １款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 ３１２２万７０００円。本目

は、職員の人件費及び通常に係わる事務的経費等を計上しております。以下、節に関しま

しては、主なものについて説明させていただきます。１１節 需用費 １０６万９０００円。

主には、印刷製本費 ４８万８０００円は、予算製本費、決算書製本費、収納電算、帳票等

に係る費用を計上しております。燃料費 ２２万６０００円は、公用車の燃料費に係わる費

用を計上しております。修繕料 ３万６０００円は、公用車の整備料に係わる費用を計上し

ております。１２節 役務費 ７３万７０００円。手数料 ３９万７０００円は、主に口座振

替手数料を計上しております。保険料 ３４万円は、自動車自賠責、建物火災等の保険料を

計上しております。１３節 委託料 ９６６万３０００円。検針等業務委託料は、簡易水道

事業区域の合計約２４９０件に係わる検針等の委託料。電算システム機器保守委託料は、

料金システムの機器保守で、システム機器保守稼働維持支援に係る機器、検針機、光通信

ユニット、プリンター等の委託料を計上しております。１４節 使用料及び賃借料 ４１万

１０００円。水道事業に係わる土地の借上げ料を計上しております。１２６ページに移り

ます。１８節 備品購入費 １０３万１０００円。上下水道料金システム購入費は、平成２

８年度導入の上下水道料金システム購入費用の平成３１年度償還分を計上しております。

１９節 負担金補助及び交付金 ９３万９０００円。主に、職員、退職手当、組合負担金８

３万８０００円は、一般職員１名分を計上しております。２７節 公課費 ８９７万４００

０円。主に、消費税納付金８９７万４０００円は、平成３０年度の中間納付２１３万４０

００円と平成３０年度の精算納付分２４２万６０００円と平成３１年度の中間納付４４１

万４０００円を計上しております。１２７ページに移ります。 
２款 施設費 １項 施設費 １目 維持費 ７０７８万９０００円。本目は、水道施設等に

係わる維持管理的経費です。１１節 需用費 ３０３３万１０００円。消耗品費 １８０万１

０００円は、各水道施設の滅菌用塩素ほか水処理用薬品代。光熱水費 ２５４６万４０００
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円及び修繕料 ３００万円は、水道施設に係わる電気料及び修繕費を計上しております。１

２節 役務費 ４８６万５０００円。通信運搬費 １９８万円は、電話料及び専用回線使用料

２９回線分です。施設維持手数料 ２８８万５０００円は、施設維持のための太陽浄水場芽

呂浄水場のろ過砂かき取り及び目詰り防止シートの清掃等非常用発電機整備手数料で、バ

ッテリー交換２施設及びオイル交換等７施設を計上しております。１３節 委託料 １３７

５万２０００円。新冠節婦地区管路図面作成業務委託料は、水道管路台帳システム構築及

び保守業務委託に係る委託料。新冠簡易水道配水管漏水調査委託料は、漏水調査延長１６

キロ及び路面音調調査等に係る委託料。本年度は、新冠市街地を予定しております。施設

維持管理業務委託料は、中央監視装置保守点検業務委託料、簡易水道計装機器点検業務委

託料、共栄浄水場膜ろ過装置洗浄業務委託料に係る経常的委託料。水質検査業務委託料は、

各浄水場の浄水、原水の水質検査に係る委託料。電気設備保安等業務委託料は、新冠浄水

場外１２施設分の非常用発電機の保安に係る業務委託料。消防設備等保守点検委託料は、

新冠浄水場外１３施設分の消火器３３本及び誘導灯３４本の機能点検及び総合点検に係る

委託料。１５節 工事請負費 １４４１万２０００円。メーター器交換取付工事は、計量法

に基づきメーター器の有効期限内に取換工事を行うものです。消火栓新設工事は、消火栓

未整備区域の整備に伴うもので、町道北星９号線沿いに１基新設するものでございます。

水道施設計装機器交換及びポンプ分解整備工事は、共栄浄水場取水ポンプ２基と共栄浄水

場シーケンサ交換１基、新冠送水ポンプ場から温泉ポンプ場間のテレメーター交換２基、

新和浄水場取水井水位計交換１基に係る工事を行うものです。芽呂地区農道保全対策工事

に伴う水道管移設補償工事は、北海道発注芽呂地区農道保全対策工事に伴い既設水道管が

支障となることから移設するもので、減耗分を差引いた額を補償費として歳入で計上して 
おります。１６節 原材料費 ７１６万９０００円。メーター器交換材料代 ６３６万８００

０円は、メーター器交換取付工事に使用するもので、本年度交換分は３７３個分を計上し

ております。施設維持管理用材料代 ８０万１０００円は、止水栓部品修理用メーター器１

０個、計装機器部品配水管修理等の材料代を計上しております。２目 受託工事費 ２２万

７０００円。１６節 原材料費 ２２万７０００円。給水施設工事原材料は、一般新築住宅

用のメーター器１３ミリ１５個分を計上しております。３目 建設費 ６１５１万２０００

円。１５節 工事請負費 ６１５１万２０００円。新冠町簡易水道事業美宇地区配水管工事

は、畑地帯総合整備事業単独営農用水美宇地区工事に併せて水道未普及地区の解消を図る

工事。新冠町簡易水道事業美宇地区配水増圧ポンプ場機械・電気設備工事は、ノースヒル

ズ地先において高台であるためポンプによる増圧が必要であり、インバーター制御による

可変圧力型ポンプによる給水方法にする工事を行うものでございます。１２８ページに移

ります。 
３款 公債費 １項 公債費 １目 元金 １億２５万７０００円。２３節 償還金利子及び割

引料 １億２５万７０００円。長期債償還元金は、水道施設整備事業に係わる長期債償還元

金を計上しております。２目 利子 ２３節 償還金利子及び割引料 １８９１万２０００円。
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長期債償還利子は、水道施設整備事業に係わる長期債償還利子を計上しております。 
４款 予備費 １項 予備費 １目 予備費 １０万円を計上しております。 
続きまして、歳入について説明いたしますので、１２３ページをお開き下さい。２ 歳入

１款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 水道使用料 １節 使用料 １億４７３３万５０

００円。収納率９９．８％で現年分１億４７２７万２０００円、滞納繰越分として６万３

０００円を見込んでおります。２項 手数料 １目 水道手数料 １５万１０００円。主に、

設計審査工事検査手数料 １５万円は、新築住宅等による給水工事に係わる設計検査手数料

として１５件分を見込んでおります。 
２款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金 １節 一般会計繰入金 ７２０

７万１０００円。一般会計からの繰入金を計上しております。 
 ３款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金 １万円を計上しております。前年度繰越金を計

上しております。１２４ページに移ります。 
４款 諸収入 １項 受託事業収入 １目 受託事業収入 ２２万６０００円。給水装置工事

事業収入は、一般新築住宅用のメーター器１３ミリ、１５個分の売払い収入分として見込

んでおります。２項 雑入 １目 雑入 １７３万１０００円。消火栓管理等負担金 ９９万円

は、消火栓の使用に伴う例年同様の６６基の消火栓管理費分と芽呂地区農道保全対策事業

に係る水道管移設補償費７４万１０００円を計上しております。 
５款 町債 １項 町債 １目 水道債 ６１５０万円。簡易水道施設整備事業債は、１２０

ページ 第２表 地方債で説明いたしましたので省略させていただきます。 
以上が、議案第１１号 平成３１年度新冠町簡易水道事業特別会計予算の提案理由でご

ざいます。ご審議を賜り、原案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 
続きまして、議案第１２号の提案理由の説明をいたしますので、１３６ページをお開き

下さい。議案第１２号 平成３１年度新冠町下水道事業特別会計予算について、提案理由

の説明をいたします。平成３１年度新冠町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによるものです。歳入歳出予算 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億２８５万

５０００円に定めようとするものでございます。第２項 歳入歳出予算の款・項の区分及び

当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算によるものです。地方債 第２条 地方自治法

第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、第２表 地方債によるものです。後程ご説明いたします。

一時借入金 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの、

最高額は、５００万円と定めるものでございます。地方債第２条について説明いたします

ので、１３９ページをお開き願います。第２表 地方債 本年度、地方債の借入を起こすも

のは下水道施設整備事業で、内容としましては北星町ナンバー１マンホールポンプ所機

械・電気設備更新実施設計、中央町ナンバー１マンホールポンプ所機械・電気設備更新工

事、新冠ポンプ場自動スクリーン改築工事を実施するためのものでございます。２６３０
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万円を限度として借入を起こすものです。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおり

になっております。次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、１４４ページを

お開き願います。なお、お手元の配布の資料としまして、予算説明資料、委託料一覧表及

び工事請負費一覧表は、後程ご覧いただくことでよろしくお願いいたします。 
３ 歳出 １款 下水道費 １項 下水道費 １目 一般管理費 １３３３万９０００円。本目

は、職員の人件費及び通常に係わる事務的経費等でございます。以下、節に関しましては、

主なものについて説明させていただきます。１１節 需用費 ６８万３０００円。主には、

消耗品費 １８万円は、公用車の夏冬タイヤ等に係る費用を計上しております。印刷製本費

２２万８０００円は、予算製本費、決算書製本費に係る費用を計上しております。燃料費

２０万９０００円は、公用車の燃料費に係わる費用を計上しております。修繕料 ６万６０

００円は、公用車の整備料に係わる費用を計上しております。１２節 役務費 １９万８０

００円。手数料 １６万１０００円は、主に口座振替手数料を計上しております。保険料 ３
万７０００円は、自動車自賠責、建物火災等の保険料を計上しております。１３節 委託料 
５２万１０００円。主に、電算システム機器保守委託料は、料金システムの機器保守でシ

ステム機器保守稼働維持支援に係る機器、検針機、光通信ユニット、プリンターが対象の

委託料を計上しております。１８節 備品購入費 ４４万２０００円。上下水道料金システ

ム購入費は、平成２８年度導入の上下水道料金システム購入費用の平成３１年度償還分を

計上しております。１４５ページに移ります。１９節 負担金補助及び交付金 ９２万９０

００円。主に、職員退職手当組合負担金 ８３万８０００円は、一般職員１名分を計上して

おります。２７節 公課費 １０１万１０００円。主に消費税納付金 １０１万１０００円は、

平成３０年度の清算納付分４９万８０００円と平成３１年度の中間納付分５１万３０００

円を計上しております。２目 施設管理費 ４０９２万円。本目は、下水道施設、ポンプ場、

管渠、マンホールポンプ等に係わる維持管理的経費でございます。１１節 需用費 ６６４

万７０００円。消耗品費 １６万７０００円は、新冠ポンプ場及びマンホールポンプ所の管

理用消耗品の費用を計上しております。光熱水費 ５２９万２０００円は、新冠ポンプ場及

びマンホールポンプ所の施設電気料を計上しております。修繕料 １１８万８０００円は、

平成３０年度点検においての不良箇所の修繕及び緊急時の補修及び修繕料を計上しており

ます。１２節 役務費 ６６万３０００円。通信運搬費 ６３万６０００円は、ポンプ場及び

マンホールポンプ警報用の通信料全２１回線分。保険料 ２万７０００円は、建物共済分担

金で、新冠ポンプ場、同施設収容品、機械電気設備などでございます。１３節 委託料 １
１９５万９０００円。管路施設維持管理業務委託料は、下水道管渠内の清掃及びカメラ点

検調査業務の委託料。ポンプ場管理業務委託料は、新冠ポンプ場週２回の点検。うち１回

は清掃を含みます。マンホールポンプ場１８箇所については、週１回の点検、年１回のポ

ンプ槽内清掃ポンプオイル交換に係る委託料。消防設備等保守点検委託料は、新冠ポンプ

場消火器及び誘導灯の点検で、消火器３本、誘導灯４本の機能点検及び総合点検に係る委

託料。１４節 使用料及び賃借料 １８万１０００円。主に、警報システム使用料 １５万９
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０００円は、ポンプ場及びマンホールポンプ所７箇所分の警報伝送用システムの使用料。

１９節 負担金補助及び交付金 ２１４７万円。下水道事業維持管理費負担金は、施設の使

用に関する協定書第５条に基づく新ひだか町静内終末処理場に係る維持管理負担金でござ

います。１４６ページに移ります。３目 下水道建設費 ６９９８万７０００円。１３節 委
託料 ６０５万円。調査設計委託料は、北星町ナンバー１マンホールポンプ所ほか機械・電

気設備更新実施設計業務についての委託料。１５節 工事請負費 ４６８４万４０００円。

汚水幹線工事としまして、中央町ナンバー１マンホールポンプ所機械・電気設備更新工事

で、汚水ポンプ２基、制御盤等の更新。新冠ポンプ場自動スクリーン更新工事で、汚水流

入口の遺物等の除去装置の更新。汚水枝線工事としましては、公共汚水桝設置工事で１箇

所分を見込んでおります。１９節 負担金補助及び交付金 １７０９万３０００円。下水道

事業建設費負担金は、施設の使用に関する協定書第５条に基づく新ひだか町静内終末処理

場木場町ポンプ場汚水流末幹線等の過年度建設費の起債元利償還額に対しての負担率に基

づき支払うものでございます。 
２款 公債費 １項 公債費 １目 元金 ６５４３万４０００円。２３節 償還金利子及び割

引料 ６５４３万４０００円。長期債償還元金は、下水道施設整備事業に係わる長期債償還

元金を計上しております。２目 利子 ２３節 償還金利子及び割引料 １３０７万５０００

円。長期債償還利子は、下水道施設整備事業に係わる長期債償還利子を計上しております。 
３款 予備費 １項 予備費 １目 予備費 １０万円を計上しております。続きまして、歳

入について説明申し上げますので、１４２ページをお開き願います。 
２ 歳入 １款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 下水道使用料 ４５５１万２０００

円。１節 下水道使用料 ４２２７万７０００円。収納率９９．８％で、現年分４２２５万

円、滞納繰越分として２万７０００円を見込んでございます。２節 施設使用料 ３２３万

５０００円。収納率９９％で、現年分３２３万４０００円、滞納繰越分として１０００円

を見込んでございます。２項 手数料 １目 下水道手数料 １万３０００円。確認検査手数

料 １万円は、４件分を見込んでおります。排水設備工事責任技術者登録手数料 ３０００

円は、４名分の更新登録を見込んでおります。 
２款 国庫支出金 １項 国庫補助金 １目 下水道費国庫補助金 ２６３０万円。社会資本

整備総合交付金で、北星町ナンバー１マンホールポンプ所機械・電気設備更新実施設計業

務委託、中央町ナンバー１マンホールポンプ所機械・電気設備更新工事、新冠ポンプ場自

動スクリーン更新工事に対する補助金で、国費率は５０％でございます。１４３ページに

移ります。 
３款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金 １億４７２万円。一般会計か

らの繰入金を計上しております。 
４款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金 １万円。前年度繰越金を計上しております。 
５款 町債 １項 町債 １目 下水道債 ２６３０万円。下水道施設整備事業債は、１３９

ページ、第２表 地方債で説明いたしましたので省略させていただきます。 
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以上が、議案第１２号 平成３１年度新冠町下水道事業特別会計予算の提案理由でござ

います。ご審議を賜り、原案どおりご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。 

 
   ◎日程第６ 議案第１３号 平成３１年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定予 

                算 

    日程第７ 議案第１４号 平成３１年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算 

○議長（芳住革二君） 日程第６ 議案第１３号 平成３１年度新冠町国民健康保険特別

会計事業勘定予算 日程第７ 議案第１４号 平成３１年度新冠町後期高齢者医療特別会

計予算 以上２件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。鷹觜保健福祉課

長。 

○保健福祉課長（鷹觜寧君） 議案第１３号 平成３１年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について、提案理由を説明いたします。平成３１年度新冠町国民健康保険特

別会計事業勘定の予算を次のとおり定めようとするものです。歳入歳出予算 第１条 歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億５１５３万１０００円と定めるものです。第２

項 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算による

ものとします。一時借入金 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入の最高額は、５００万円と定めるものです。歳出予算の流用 第３条 地方自治

法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定めます。第１号 保健給付費の各項に計上した予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用といたします。

それでは、事項別明細書の歳出からご説明いたしますので、１６５ページをお開き願いま

す。 
 １款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 １７０万６０００円の計上は、町国保

会計におきます事務費の予算であります。前年比較６万３０００円の増加は、レセプト点

検手数料等の単価アップ分でございます。２目 連合会負担金 ４９３万５０００円は、国

保連合会の運営に係る構成市町村の負担金であります。前年比較９８万５０００円の増加

は、主にシステム運営負担金の消費税アップ分でございます。２項 １目 運営協議会費 １

５万円の計上は、町国保運営協議会に係る経費で、前年比較１０万３０００円の減少は委

員研修会の減によるもの。１節 報酬の１１万円は 国保運営委員９名のうち診療所所長を

除く８名分の報酬であります。次ページをお開き願います。３項 １目 趣旨普及費 ５万円

は、被保険者に国民健康保険制度の内容等について普及啓蒙を図るためのパンフレット等

の消耗品に係る経費であります。前年比較１１万８０００円の減少は、平成３０年国保制

度改革改正周知用パンフの減によるものです。 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 一般被保険者療養給付費 ４億５００万円は、０
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歳から７４歳までの被保険者の年間平均数を１６２１名とし、１人あたり医療費は２４万

９８４５円で過去５年の平均により算出してございます。２目 退職被保険者等療養給付費 

１０００円は、退職医療制度対象者は平成３１年度に一般被保険者へ移行するため、科目

存置として計上しております。３目 一般被保険者療養費 ４６０万円は、柔道整復施術料

や補装具の給付に係るもので、過去５年間の平均により算出しております。４目 退職被保

険者等療養費 １０００円は科目存置分です。５目 審査支払手数料 １２２万円は、レセプ

ト審査及び支払事務手数料に係る費用について計上しております。次のページをご覧くだ

さい。２項 高額療養費 １目 一般被保険者高額療養費 ５６７０万円は、過去５年間の平

均により算出しております。２目 退職被保険者等高額療養費 １０００円は科目存置分で

す。３目 一般被保険者高額介護合算療養費 ２０万円は、医療と介護費用の１年間の自己

負担額を合算し限度額を超えた場合に支給されるもので、前年度と同額を予算計上してお

ります。４目 退職被保険者等高額介護合算療養費 １０００円は科目残置分です。３項 移

送費 １目 一般被保険者移送費 １０００円及び ２目 退職被保険者等移送費 １０００円

は、いずれも科目存置の計上でございます。次のページをご覧下さい。４項 出産育児諸費  

１目 出産育児一時金 ４２０万円。平成２７年から２９年度の３年平均値の１０件分を計

上しております。２目 支払手数料 ３０００円。１２節 役務費 の出産一時支払い手数料

でございますが、出産育児一時金の交付申請は医療機関が本人に代わり国保連合会に請求

できますが、その際に発生いたします取扱の手数料を計上しているものです。５項 葬祭諸

費 １目 葬祭費 ２７万円ですが、出産育児一時金と同じく過去３年の平均値９件分を計上

しております。 

３款 国民健康保険事業費納付金 につきましては、北海道が算定した目的別の納付金と

なります。１項 医療費給付費分 １目 一般被保険者医療給付費分 １億９０４４万円。２

目 退職被保険者等医療給付費分 は廃目です。次のページをご覧ください。２項 後期高齢

者支援金等分 １目 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ５５５０万９０００円。２目 退

職被保険者後期高齢者支援金等分 これは廃目です。３項 介護納付金分 として １目 介護

納付金分 ２３９５万８０００円を計上しております。 

４款 共同事業拠出金 １項 共同事業拠出金 １目 その他共同事業拠出金 １０００円は、

科目存置分です。次ページをお開き願います。 

５款 １項 １目 財政安定化基金拠出金 １０００円は科目存置分です。 

６款 保健事業費 １項 特定健康診査等事業費 １目 特定健康診査等事業費 ５７１万７

０００円。前年比２９１万６０００円の増加でございますが、特定健診対象の４０歳以上

７５歳未満の被保険者１１８２名のうち受診率を３３％、受診見込み数３９０名分の健診

経費に係る予算と、今年度国の全額補助を受けて特定健診受診率向上事業の実施をするこ

とで係る委託料の予算を計上しております。２項 保健事業費 １目 保健衛生普及費 ３０

３万７０００円は、レセプト点検及び医療費通知に関します経費について計上しておりま

す。次のページをご覧下さい 
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７款 公債費 １項 公債費 １目 利子 １０００円は科目存置分でございます。 

８款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 １目 一般被保険者保険税還付金 ５０万円

は、前年同額。２目 退職被保険者等保険税還付金 １０００円及び ３目 償還金 ２０００

円は科目存置分です。２項 延滞金 １目 延滞金 １０００円は科目存置分です。次のペー

ジをお開きください。３項 診療報酬支払基金委託金 １目 利子 １０００円は科目存置分

です。４項 繰出金 １目 直営診療施設勘定繰出金 ９１３２万２０００円は、国保診療所

への国交付金を国保会計を経由して国保診療所会計に繰り出すものであります。入院病棟

及び２４時間救急受入体制の再開により交付額が増加しております。 

９款 １項 １目 同じく 予備費 ２００万円を計上してございます。続きまして、歳入の

ご説明をいたしますので、１６０ページにお戻り願います。 

１款 国民健康保険税 １項 国民健康保険税 １目 一般被保険者国民健康保険税 ２億２

４６０万７０００円及び ２目 退職被保険者等国民健康保険税 ８万８０００円は、医療費

分、後期高齢者支援分、介護納付分につき一般と退職者分で現年度と滞納繰越に分けてそ

れぞれ節毎に計上してございますが、保険税現年分は収納率を９６％を見込み、滞納繰越

分は収納率１７％を見込み予算計上してございます。次のページをお開き願います。 

２款 使用料及び手数料 １項 手数料 １目 督促手数料 １０万円は、前年度と同額を計

上しております。 

３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費等負担金 １０００円は、過年度精

算分として科目存置しております。 

４款 １項 １目 同じく 療養給付費等交付金 １０００円は、過年度精算分として科目存

置です。次のページをご覧ください。 

５款 道支出金 １項 道負担金 １目 保険給付費等交付金 ５億８１４１万１０００円。

１節 保険給付費等普通交付金 ４億７２１９万９０００円は、歳出で計上の保険給付費に

ついて全額交付されるものです。２節 保険給付費等特別交付金 １億９２１万２０００円

は、保険者努力支援分 １３９万２０００円、特別調整交付金 ９７３７万８０００円、都

道府県２号繰入金 ９２４万４０００円は、北海度の算定に基づく計上。特定健康診査等負

担金 １１９万８０００円については、健診費用のうち道が負担するルール分を計上してご

ざいます。次項は、廃項でございます。 

６款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金 ４００３万２０００円。１節 

保険基盤安定繰入金 ３７２３万円は、保険税軽減額分等に係る一般会計からのルール分の

繰入でございます。２節 その他一般会計繰入金 ２８０万２０００円のうち 出産育児一時

金繰入金 ２８０万円は、歳出で計上いたしました１０件分の出産育児一時金４２０万円の

３分の２について、ルール分として一般会計から繰り入れるものでございます。次のペー

ジをお開き願います。２項 基金繰入金 １０００円は科目存置です。 

７款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金 ５００万円は、前年度と同額の予算計上であり

ます。 
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８款 諸収入 １項 延滞金加算金及び過料 １目 一般被保険者延滞金 １０００円及び 

２目 退職被保険者等延滞金 １０００円でございますが、科目存置の計上であります。次

のページをご覧下さい。２項 雑入 の ２目 を除きいずれも科目存置で、２目 一般被保険

者第３者納付金 ２８万２０００円については、賠償金の納付分を計上してございます。 

９款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 利子及び配当金 １０００円につきましては、

国保会計で平成２９年度に積立ていたしました基金の利息に係る予算科目を設置いたしま

した。前期高齢者交付金は廃款でございます。 

以上で、議案第１３号の説明を終わります。続きまして、議案第１４号の説明をいたし

ますので、１７３ページをお開き願います。 

平成３１年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由を説明いたします。

平成３１年度新冠町後期高齢者医療特別会計の予算を、次のとおり定めようとするもので

す。歳入歳出予算 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５４２万５０００

円と定めるものです。第２項 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、第

１表 歳入歳出予算によるものといたします。一時借入金 第２条 地方自治法第２３５条の

３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、５００万円と定めるものです。それ

では、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、１８０ページをお開き願います。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 ５３万２０００円。主に、町の窓口業

務や保険料徴収に係ります事務費について計上しております。 

 ２款 １項 １目 同じく 後期高齢者医療広域連合納付金 ７４６９万３０００円。１９節 

負担金補助及び交付金 でありますが、広域連合通知により計上しております。内訳は、事

務費負担金３０４万６０００円、保険料負担金５０８７万６０００円、保険基盤安定分負

担金２０７７万１０００円でございます。次のページをお開き願います。 

３款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金 １０万円。前年度同額

で予算計上しております。 

４款 １項 １目 同じく 予備費 １０万円。前年度と同額の計上でございます。続きまし

て歳入についてご説明いたしますので、１７８ページをお開き願います。 

１款 １項 同じく 後期高齢者医療保険料 １目 特別徴収保険料 ３３０６万９０００円

及び ２目 普通徴収保険料 １７８０万７０００円でございますが、広域連合から通知のあ

った保険料額は５０８７万６０００円で、このうち６５％を特別徴収分と見込み、残りの

３５％を普通徴収分とし、収納率を１００％と見込み計上しおります。また、滞納繰越分

は科目存置として計上しております。 

２款 使用料および手数料 １項 手数料 １目 督促手数料 １０００円は科目存置であり

ます。 

３款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １目 事務費繰入金 ３６７万４０００円。広域連合

に納付する事務費負担金３０４万６０００円、その他事務費の６２万８０００円の合計額

です。２目 保険基盤安定繰入金 ２０７７万１０００円は、広域連合からの通知額です。
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次のページをお開き願います。 

４款 １項 １目 同じく 繰越金 １０００円及び ５款 諸収入 １項 延滞金加算金及び

過料 １目 延滞金 １０００円は、いずれも科目存置の計上であります。 

５款 ２項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金 １０万円は、歳出で予算計上して

おります還付金１０万円につきまして、広域連合が負担するため同額を計上しております。

３項 １目 雑入 １０００円は、科目存置であります。 

以上が、第１４号の提案理由の説明でございます。ご審議を賜り、提案どおりご決定下

さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。 

 
   ◎日程第８ 議案第１５号 平成３１年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予 
                算 
○議長（芳住革二君） 日程第８ 議案第１５号 平成３１年度新冠町介護サービス特別

会計事業勘定予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。山谷老人ホーム所

長。 
○老人ホーム所長（山谷貴君） 議案第１５号 平成３１年度新冠町介護サービス特別会

計事業勘定予算の提案理由について、説明申し上げます。平成３１年度新冠町介護サービ

ス特別会計事業勘定の予算を次のとおり定めようとするものでございます。歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４１０６万８０００円と定めようと

するものでございます。第２項 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、

第１表 歳入歳出予算によるものです。一時借入金 第２条 地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００万円と定めようとするものです。

それでは、事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、１９０ページをお開きくださ

い。 
３ 歳出 １款 総務費 １項 一般管理費 １目 施設介護サービス事業費 ３億４７７万４

０００円は、特別養護老人ホームの運営に係る経費で、２節 給料 ３節 職員手当等 は、

恵寿荘職員２６名に係る人件費。４節 共済費 は、職員並びに臨時職員に係る共済費。７

節 賃金 は、臨時介護員等６名と代替介護員２名に係る賃金。１１節 需用費 ５５８７万

５０００円は、施設の運営管理費及び入所者７０名に係る経費となっております。１９１

ページをお開きください。１２節 役務費 ２２８万円のうち、手数料 １６７万４０００円 

は、年１回実施しております施設内のカーテンクリーニング料、年６回実施しております

厨房の排水管清掃手数料、一般浴槽の循環回路高圧洗浄手数料他７件に係る手数料・検査

料となっております。１３節 委託料 ３１３０万８０００円は、施設運営管理委託として

４件、事務・事業委託として５件、保守・点検委託として１０件、計１９件の業務委託に

係る経費で、前年と同じ項目になっております。詳細につきましては、別冊の委託料一覧

をご参照ください。１９２ページをご覧ください。１４節 使用料及び賃借料 ３４８万５
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０００円で、記載の８項目につきましては前年と同じ項目となっております。１５節 工事

請負費 １５６万９０００円は、職員用並びに入所者の面会にいらしたご家族が使用するト

イレを和式から洋式トイレへ改修するもの。１８節 備品購入費 ３６万１０００円は、施

設管理用備品として介護用品や生活用機器を購入するもので、エアーマット、センサーマ

ット、洗濯機などの購入を予定しております。１９節 負担金補助及び交付金 １６４９万

８０００円は、職員退職手当組合、福祉協会負担金、施設が加入しております各協議会へ

の負担金及び職員の研修会などへの参加の際の会議負担金となっております。１９３ペー

ジをお開きください。２目 短期入所生活介護事業費 ２２１８万円は、ショートステイの

運営管理に係る経費で、２節 給料 ３節 職員手当等 は、職員１名分の人件費。４節 共済

費 は、職員並びに臨時職員に係る共済費。７節 賃金 は、臨時介護員２名と代替介護員１

名に係る賃金。１１節 需用費 ４５９万４０００円は、ショートステイ利用者に係る経費

となっております。１３節 委託料 ２５８万６０００円は、記載しております業務委託４

件に係る経費で、詳細につきましては別冊の委託料一覧をご参照ください。１４節 使用料

及び賃借料 １７万円は、ショートステイ利用者の寝具借上げに係る経費。１９節 負担金

補助及び交付金 は、職員退職手当組合、福祉協会負担金となっております。１９４ページ

に移ります。３目 通所介護事業費 ７５８万４０００円で、１３節 委託料 ７４３万２０

００円は、デイサービスセンターの運営経費を指定管理料として計上しているもの。 
２款 公債費 １項 公債費 １目 元金 ５９４万７０００円は、２３節 償還金利子及び割

引料 で、恵寿荘の本体棟、増床棟に係る長期債償還元金。２目 利子 ４８万３０００円は、

２３節 償還金利子及び割引料 で、長期債償還利子となっております。 
３款 予備費 １項 １目 ともに 予備費 といたしまして、前年同額の１０万円を計上し

ております。続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、１８７ページをお開き

ください。 
２ 歳入 １款 サービス収入 １項 介護給付費収入 １目 施設介護サービス費収入 １節 

施設介護サービス費収入 １億７６２１万円は、恵寿荘入所者７０名に係る法定費用の介護

報酬９割分の収入となっております。施設稼働率につきましては、前年度と同じく９５％

を見込んでおります。２目 居宅介護サービス費収入 １２０８万７０００円は、１節 短期

入所生活介護費収入 で、ショートステイ利用者のうち要介護の利用者に係る法定費用の介

護報酬９割分の収入といたしまして８７７万１０００円。要支援の利用者が対象となる介

護予防の収入として４５万９０００円。障がい者短期入所利用者サービス費の収入として 

２８５万７０００円で、ショートステイの全体稼働率は要介護、要支援、障がい者短期利

用を合わせ５０％を見込んでおります。２項 自己負担金収入 １目 自己負担金収入 ４４

９４万２０００円は、１節 自己負担金収入 で、特養、ショートステイ及び障がい者短期

入所の入所者・利用者に係る介護報酬、予防給付の自己負担１割分と食費、居住費の自己

負担分となっております。１８８ページをお開きください。３項 特定介護サービス費収入  

１目 施設特定介護サービス費収入 ３２３０万９０００円は、１節 施設特定入所者介護サ

62 
 



ービス費収入 で、特養入所者の食費・居住費で、収入階層ごとの個人負担限度額と国の基

準費用額との差額が補足給付されるもの。２目 居宅特定介護サービス費収入 １１６万４

０００円は、１節 短期特定入所者介護サービス費収入 で、ショートステイ利用者の食

費・居住費に対し、特養同様差額が補足給付されるものでございます。 
２款 繰入金 １項 １目 ともに 一般会計繰入金 ６８１３万１０００円は、特養、ショ

ートステイ、デイサービスセンターの３施設に係る一般会計からの繰入金。 
３款 繰越金 １項 １目 ともに 繰越金 前年度繰越金といたしまして １５０万円を計

上しております。１８９ページに移ります。 
４款 諸収入 １項 １目 ともに 雑入 で、４７２万５０００円は、主なものといたしま

して、施設入所者日常生活費負担金１６９万５０００円、入所者貴重品管理費負担金８４

万円、デイサービスセンター光熱水費立替え分２０４万８０００円などの収入となってお

ります。 
以上が、議案第１５号の提案理由の説明でございます。ご審議を賜り、提案どおりご決

定くださいますようお願いいたします。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。 
 

◎日程第９ 議案第１６号 平成３１年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別会 
             計予算 

○議長（芳住革二君） 日程第９ 議案第１６号 平成３１年度新冠町立国民健康保険診

療所事業特別会計予算 を議題といたします。提案理由の説明を求めます。杉山診療所事

務長。 
○診療所事務長（杉山結城君） ２０３ページをお開き下さい。議案第１６号 平成３１

年度 新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計予算について 提案理由を申し上げます。

平成３１年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計の予算を、次のように定めようと

するものであります。第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億４４０４万 

２０００円に定めようとするものであります。第２項 歳入歳出予算の款・項の区分及び 

当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算によるものとします。第２条 一時借入金 地

方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０００万

円と定めるものであります。それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、２

１１ページをお開き下さい。説明は主なものについてのみ説明させていただきますので、

あらかじめご了承願います。 
１款 総務費 １項 施設管理費 １目 一般管理費 ５５５４万２０００円。２節 給料 ８

２３万８０００円。３節 職員手当等 ５１５万９０００円は、いずれも事務部門正職員２

名分の人件費です。４節 共済費 ３４８万２０００円は、事務部門の正職員２名、臨時職

員１名分の人件費です。７節 賃金 ２８７万円は、事務部門臨時職員１名分の人件費です。 

昨年度より事務部門に事務職員として臨時職員を１名配置、医業費の予算としておりまし
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たが、本年度より総務費に変更するものです。８節 報償費 ５万円は、医療スタッフの資

質向上のために実施する外部講師を招いての研修会に係る講師謝礼分です。９節 旅費 ７
４万３０００円は、主な内容といたしまして、医師の道外での学会参加旅費、新たな医師

の赴任旅費、職員研修会参加旅費等です。１１節 需用費 １５９４万６０００円は、診療

所施設管理及び運営管理経費であります。主なものとしまして、消耗品費 ２７６万は、ト

イレットペーパーなどの日用雑貨品、プリンターインク類・各種ファイルなどの事務用品、

その他医学関連図書代などの購入であります。印刷製本費は、カルテ用紙、処方箋などの

多種多様な印刷物。光熱水費は、水道料、電気料。燃料費は重油代、ガソリン代です。続

きまして、次のページをお開き下さい１２節 役務費 １７９万８０００円。主なものとい

たしまして、通信運搬費 ９９万６０００円は、電話料、郵便料です。手数料 ４０万５０

００円は、備品廃棄手数料、各種点検手数料、清掃手数料などです。１３節 委託料 １１

８５万６０００円。施設警備業務委託、施設清掃業務委託など、施設維持管理のための業

務委託１６件であります。昨年度の当初予算と比較いたしまして、警備業務委託料が４４

１万６０００円と大きく増額となっておりまして、入院病床再開に伴い休日・夜間の警備

業務が増えたことに対する増額分であります。その他入院病床関連予算の増加分が前年度

対比して増えおります。 詳細につきましては、別冊委託料一覧表をご参照願います。２

１３ページに入ります。１４節 使用料及び賃借料 ２１４万８０００円。主なものといた

しまして、土地借上料１２６万８０００円は、診療所施設及び医師住宅敷地の土地借上料

であります。１８節 備品購入費 ７０万円。パソコン関連各種備品、年次計画整備中の消

火器本体、その他ストーブやその他家電製品など数多くある備品類の突発的な故障や破損

により修理不能な場合に対応するものであります。１９節 負担金補助及び交付金 ２０４

万１０００円。主なものといたしまして、事務部門の正職員２名に係る退職手当組合負担

金や福祉協会負担金、各団体への負担金、研修会参加負担金等であります。なお、昨年度

まで大きな負担金の支出を伴っておりました医療連携負担金については、本負担金の最終

概算支払いを平成３０年度予算で支出しておりますので、その精算をもって医療連携負担

金の支出の一切が終了することになります。その精算時において、追加負担が発生するの

か還付となるかについては新ひだか町病院事業会計の決算状況によりますので、今回は当

初予算計上をせず、補正予算対応とさせていただきます。２７節 公課費 ４１万１０００

円。消費税及び地方消費税の納付分となります。以上で、総務費の支出予算の説明を終え

ます。次に、医業費の支出予算の説明をいたしますので、２１４ページをお開き下さい。 
２款 １項 １目 ともに 医業費 ３億８２６４万６０００円。１節 報酬 １９６５万円。

内訳といたしまして、出張応援医師報酬 １４２５万円は、毎週金曜日の夕方から日曜日の

夕方まで、連休の時はさらに延長して短期出張応援医師の派遣を関係団体や連携医療機関

にお願いをしておりまして、常勤医師の当直回数を１人月７回から８回程度に抑制し、常

勤医師の負担軽減を図るものであります。定期診療応援医師報酬 ４９０万円は、整形外科

医師による毎週１回金曜日午前中の定期診療に対する医師の報酬であります。４月から新
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たな外科・整形外科医師が着任いたしますが、現時点においては月曜日から木曜日の午前

中診療、午後からは簡単な診察室でできる簡易手術や予約患者、急患等の対応とする診療

コマを当面予定しており、毎週金曜日の午前中は風間医師の根強い診療を希望する方もお

りますので、継続診療をお願いすることにいたしました。出張応援診療放射線技師報酬 ５
０万円は、レントゲン技師の出張や夏期休暇等の際、代替技師に代理を依頼する報酬分で

す。２節 給料 １億５２８万１０００円。３節 職員手当等 １億４１６万円。それぞれ、

医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師等、正職員計２５名分の人件費であります。４

節 共済費 ３７８２万４０００円。事務職員を除く正職員・臨時職員の共済費等です。臨

時職員の賃金でありますが、事務職員１名、薬剤師１名、診療放射線技師１名、外来看護

師１名、外来看護補助者１名、病棟看護補助者４名、合計８名分であります。９節 旅費 １
０万５０００円は、患者さんの転搬送時の看護師の旅費等です。１１節 需用費 ２１４４

万９０００円。消耗品費 ５０万円は、診療上必要な機器の少額部品代などです。診療材料

費 ２０９４万９０００円は、医薬品全般、注射液、ワクチン類、血液、酸素などをはじめ

注射器、手袋、など幅広く支出する科目となります。２１５ページをお開き下さい。１３

節 委託料 ３７７７万９０００円。前年度と比較いたしまして、入院病床再開に伴い医事

業務委託料、臨床検査業務委託料、給食業務委託料、被服等洗濯消毒業務委託料などが増

えておりまして、全１９件の業務委託となります。その他詳細については、別冊の委託料

一覧表をご参照願います。１４節 使用料及び賃借料 １６７万５０００円。多機能小型自

動分析装置 １１１万２０００円は、血液検査等の検査スピードを上げることや検査項目を

増やすことが可能となる機器でありまして、２年目の借上料の支出となります。これに関

連し、本借上料の支出額以上の年間収入を診療報酬として見込みます。寝具・病衣借上料

５６万３０００円は、入院患者さんの病衣と寝具を専門業者より消毒洗濯した清潔な状態

で納品・回収を含めて借上げしているものです。なお、病衣に関しましては、係る費用相

当分の収入を患者さんから入院費として一緒に請求しております。１９節 負担金補助及び

交付金 ２７３１万２０００円。一番下の欄の医師出向負担金６４９万円は、月に半日診療

を４日間お願いしております北海道循環器病院による循環器診療及び毎月１回並びに毎月

第３週目の金曜日から日曜日までの週末出張応援診療をお願いしております苫小牧東病院

に派遣していただく出向医師に係る診療負担金であります。２目 施設費 ５０万円。１１

節 需用費 ５０万円。医療機器等が突発的に故障し、修理不能なケースに対応するもので、

医療機器を中心に修繕する予算となります。２１６ページをお開き下さい。 
３款 １項 ともに 公債費 １目 償還金元金 ４９０万９０００円。２目 償還金利子  

１４万５０００円。過去において、医療機器の整備をした際借入した過疎債等合わせて５

本の町債元金及び利子償還金であります。 
４款 １項 １目 いずれも 予備費 ３０万円は、前年度と同額を計上しております。次に、

歳入の説明をいたしますので、２０８ページをお開き下さい。 
１款 １項 ともに 診療収入 １目 健診等収入 １４３４万７０００円。健診者数、ワク
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チン接種者数など全体的に人数増加、増収を見込みます。２目 入院収入 ５７５９万６０

００円。平成３０年度における入院患者数や収益等を総合的に考慮いたしまして、積算・

予算計上しております。３目 外来収入 ８４３３万８０００円。入院収入と同じく、平成

３０年度における外来患者数や収益等を総合的に考慮いたしまして、積算・予算計上して

おります。マイナス診療等収入の目の科目については、以前入院病床を休止中に外来収入

の意味合いで予算科目としておりましたが、これを廃目とし、平成３１年度予算より名称

を外来収入に科目変更しております。 
２款 診療外収入 １項 使用料及び手数料 １目 使用料 １２万３０００円。入院患者さ

んからいただく病衣使用料の収入及び患者さん急変時などにご家族が控室に泊まることが

まれにありますが、寝具類の洗濯料相当分の使用料をいただくものです。２目 手数料   
７５万１０００円。診断書や証明書発行料収入及び介護保険等主治医意見書作成料の収入

であります。続きまして、２０９ページをお開き下さい。 
２款 診療外収入 ２項 医師施設外管理収入 １目 委託料収入 ４２０万円。恵寿荘入所

者の定期回診等健康状態管理のための医師派遣収入であります。 
３款 道支出金 １項 １目 ともに 道補助金 ２１４９万円。診療所医療技術員などの人

件費を対象とする電源立地地域対策交付金収入を診療所事業特別会計において予算計上す

るものであります。 
４款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金 １億６８３９万６０００円。診

療所事業にかかる収入・支出の収支不足分を一般会計から繰入するものであります。病床

再開により前年度当初予算対比で３５２３万８０００円の大きな増加となっておりますの

で、年度中途で減額補正の提案ができるよう、診療所職員一同さらなる経営努力を続けて

まいります。２目 国保会計繰入金 ９１３２万２０００円。国保会計を経由して国保特別

調整交付金を収入するものでありますが、大きく２つの項目の収入を予定しています。１

つは、救急患者受入れに対する出張応援医師の体制に交付されるもので、２４２万７００

０円を見込みます。もう一つは、へき地の診療所を運営していることに対して交付される

ものですが、総額８８８９万５０００円を見込みます。内訳といたしまして、入院相当分

で７４２１万７０００円、外来相当分で１４６７万８０００円となります。 
５款 １項 １目 いずれも 繰越金 １００万円。平成３０年度からの繰越金予定額を当初

予算においては、前年度同額の１００万円といたします。２１０ページに移ります。 
６款 諸収入 １項 １目 ともに 雑入 ４７万９０００円。主なものといたしまして、臨

時職員に係る雇用保険個人負担分及び診療所内に設置している清涼飲料水の自動販売機の

設置料であります。次に、財産収入につきましては、入院病床再開前に医師住宅を教員に

貸付しておりましたが、現在は常勤医師や出張応援医師住宅として活用しており、収入の

見込みがございませんので、予算科目を廃款としております。次に、町債につきましても、

本年度は町債借入の計画がございませんので、予算科目を廃款とするものであります。 
以上が、議案第１６号の提案理由でございます。ご審議を賜り、提案どおりご決定下さ
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いますよう よろしくお願いいたします。 
○議長（芳住革二君） 提案理由の説明が終わりました。 

 
   ◎日程第１０ 会議案第１号 特別委員会の設置について 
○議長（芳住革二君） 日程第１０ 会議案第１号 特別委員会の設置について を議題

といたします。ただ今、提案理由の説明がありました、議案第１０号から第１６号までの

７件については、新冠町議会委員会条例第５条第１項及び第２項の規定により、議会とし

てこれを慎重審議するため、議員全員で構成する平成３１年度新冠町一般会計等予算審査

特別委員会を設置し、議案第１０号から第１６号までを付託のうえ、審査することにいた

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。（なしの声あり）異議なしと認めま

す。よって、議案第１０号から第１６号までの７件は、ただいま設置されました平成３１

年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会に付託のうえ、審査することに決定いたしまし

た。なお、ただいま設置されました平成３１年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会に

おいては、正・副委員長を互選し、後刻報告願います。 

 
   ◎閉議宣告 
○議長（芳住革二君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、こ

れをもって散会いたします。どうもご苦労さまでございました。 
（散会 １６：４５） 
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以上、会議の顛末は書記が記録したものであるが、その内容に 

  相違ないことを証明するため、ここに署名する。 
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